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は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
近
世
に
登
場
し
た
居
合
術
の
一
派
で
あ
る
林
崎
流
、
分
け
て
も
沼

沢
長
政
が
工
夫
し
相
伝
し
た
系
統
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
展
開
を
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。

　
居
合
術
の
歴
史
学
的
な
研
究
を
試
み
た
和
田
氏
は
、
居
合
の
成
立
が
「
野
外

に
お
け
る
実
戦
的
な
抜
刀
か
ら
、
屋
内
な
ど
で
の
急
な
変
に
応
ず
る
為
の
治
世

に
お
け
る
武
術
へ
と
変
革
」
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
中
世
か
ら
近
世

へ
と
時
代
の
画
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
展
望
し
て
い
る
１
。
和
田

氏
は
各
居
合
流
派
の
伝
書
の
記
載
内
容
を
比
較
し
、居
合
術
の
術
義
の
特
質
は
、

日
常
の
変
化
に
応
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
た
２
。
ま
た
、
戦
闘
状
態
を
抜

刀
前
の
「
未
発
」
と
、
抜
刀
後
の
「
已
発
」
と
で
区
分
し
、
座
居
で
行
う
居
合

に
前
者
、
立
合
で
行
う
剣
術
に
後
者
の
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
強
く
、
戦
闘
の
展
開

や
経
過
に
よ
り
相
互
に
補
完
的
関
係
に
あ
る
と
捉
え
た
３
。

　
和
田
氏
の
論
考
は
端
的
に
居
合
の
特
徴
を
捉
え
て
は
い
る
が
、
危
急
の
戦
闘

に
対
応
す
る
こ
と
自
体
は
、
治
世
、
乱
世
と
い
う
社
会
情
勢
を
問
わ
ず
接
敵
状

況
に
お
い
て
生
じ
得
よ
う
。
ま
た
、
居
合
に
お
け
る
用
具
と
技
法
の
関
係
に
つ

い
て
も
、
近
年
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
、
一
七
世
紀
半
ば
の
刀
の
特
徴
や
風
俗

に
つ
い
て
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
尾
脇
秀
和
氏
は
、
一
七
世
紀
半
ば
の
刀
の
特
徴
と
し
て
、
反
り
が
浅
く
長
大

な
規
格
の
流
行
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
『
雑
兵
物
語
』
は
、「
足
の
踵
を
た
ゝ
く
」

ほ
ど
長
く
、「
ま
つ
す
ぐ
な
棒
の
様
な
刀
」
と
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
刀
の
登

場
は
、
戦
国
期
か
ら
争
い
の
少
な
い
江
戸
期
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
時
代
観
に

結
び
付
け
ら
れ
、
実
用
性
の
な
い
見
た
目
重
視
の
刀
装
と
み
な
し
て
い
る
４
。

　
し
か
し
、『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
に
お
け
る
武
術
「
い
あ
い
と
り
て
」
の
項
に
は
、

沼
沢
系
林
崎
流
の
成
立
と
展
開
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室
内
で
反
り
の
な
い
長
大
な
刀
を
使
い
こ
な
す
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
林
崎
流
・
田
宮
流
な
ど
の
居
合
の
諸
派
は
、
長
大
な
刀
を

用
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
反
り
の
深
浅
に
つ
い
て
庄
内
藩
士
の
小

寺
信
正
は
、「
す
ぐ
な
る
刀
」
と
「
ま
が
れ
る
刀
」
と
を
比
べ
、
反
り
の
浅
い
刀

は
抜
き
に
く
い
が
、
深
い
刀
よ
り
早
く
敵
に
刀
が
到
達
す
る
た
め
、
居
合
を
す

る
者
は
好
む
と
主
張
す
る
５
。
江
戸
前
期
に
お
け
る
居
合
・
捕
手
の
流
行
は
、『
好

色
一
代
男
』
や
『
浮
世
草
子
』
に
も
描
か
れ
、
武
家
奉
公
に
有
用
な
技
能
と
し

て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
居
合
が
刀
の
長
大
化
や
反
り
を
浅
く
す
る
流
行
に
も
対
応
し
て
、
新
た
な
戦

闘
方
法
を
提
供
し
、
多
く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
当
該
期
の

刀
の
形
状
変
化
は
、
新
た
な
戦
闘
技
法
の
創
出
と
普
及
に
寄
与
し
た
が
、
必
ず

し
も
実
戦
性
の
喪
失
を
意
味
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
武
器
の
特
性
や
操
法
技
術
か
ら
時
代
の
特
質
、
画
期
を
導
き
出
そ
う
と
す
る

際
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
武
器
と
そ
の
技
術
を
開
発
し
、
相
伝
し
伝
播
し
て

い
っ
た
の
か
、
地
域
や
時
期
の
偏
差
、
携
わ
っ
た
人
物
の
言
説
を
踏
ま
え
て
そ

の
動
向
と
影
響
を
検
討
し
、
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
居
合
術
を
歴
史
学
的
に
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
創
始

者
の
一
人
と
さ
れ
る
林
崎
甚
助
重
信
と
そ
の
流
儀
形
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
彼
に
関
す
る
一
次
史
料
は
未
発
見
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
彼
の
高
弟
と
さ
れ
る
田
宮
平
兵
衛
（
別
称
：
対
馬
守
、
業
正
な
ど
）
や

そ
の
弟
子
・
長
野
無
楽
斎
槿
露
ら
の
事
歴
を
実
証
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
、
そ

の
準
備
作
業
と
な
る
。

　
近
年
、
田
宮
対
馬
守
ら
田
宮
家
が
伝
え
た
紀
州
田
宮
流
に
つ
い
て
は
森
林
健

一
氏
が
そ
の
活
動
や
流
儀
の
形
成
、
継
承
の
過
程
な
ど
を
巨
細
に
研
究
し
て
い

る
６
。
長
野
無
楽
斎
に
つ
い
て
も
、
同
族
と
目
さ
れ
る
箕
輪
長
野
氏
中
の
人
物

比
定
と
、
無
楽
斎
系
の
初
期
の
型
の
考
察
を
試
み
た
７
。
同
氏
は
林
崎
重
信
の

高
弟
に
つ
い
て
後
の
相
伝
者
が
記
し
た
記
録
等
か
ら
、
高
弟
ら
の
行
動
や
流
儀

の
変
容
等
を
推
測
す
る
手
法
を
と
っ
て
お
り
、
倣
う
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
他
方
、
無
楽
斎
の
弟
子
の
一
宮
照
信
や
白
井
成
近
の
系
統
に
属
す
る
伝
書
は

テ
キ
ス
ト
研
究
が
進
み
、
流
儀
の
背
景
に
あ
る
思
想
や
、
技
法
の
基
本
的
構
造

に
関
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
８
。

　
し
か
し
、
長
野
無
楽
斎
を
は
じ
め
田
宮
平
兵
衛
や
林
崎
重
信
が
創
始
し
形
成

し
た
術
技
を
、
そ
の
後
の
門
流
が
ど
の
程
度
継
承
し
て
い
る
の
か
、
他
の
系
統

の
技
や
理
論
に
関
す
る
資
料
を
集
め
、
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
か

る
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
研
究
の
立
ち
遅
れ
て
い
る
、
長
野
無
楽
斎
の
弟

子
・
沼
沢
長
政
が
工
夫
し
相
伝
し
た
門
流
の
技
術
や
思
想
、
伝
播
の
過
程
を
分

析
す
る
。
沼
沢
長
政
の
系
統
は
林
崎
（
新
）
夢
想
流
、
無
楽
流
、
神
流
な
ど
と

称
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
一
括
し
て
「
沼
沢
系
林
崎
流
」
と
呼
ぶ
。

　
沼
沢
系
林
崎
流
に
つ
い
て
は
、『
林
崎
明
神
と
林
崎
甚
助
重
信
』
９
に
よ
っ
て

相
伝
者
の
概
略
や
関
連
す
る
東
北
地
方
の
史
料
が
示
さ
れ
た
。
ほ
か
に
間
島
功

氏
や
野
本
禎
氏
が
、
会
津
藩
を
中
心
に
史
料
お
よ
び
伝
承
者
と
相
伝
関
係
を
紹

介
し
て
い
る
10
。
両
氏
と
も
、会
津
藩
松
平
家
の
基
本
史
料
で
あ
る『
家
世
実
紀
』

や
、
同
藩
の
武
芸
者
を
紀
伝
体
で
記
述
し
た
『
会
津
日
新
館
志
』
の
記
載
な
ど

に
拠
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
り
伝
播
し
た
地
域
や
人
的
関
係
の
一
端
が
判

明
し
て
い
る
も
の
の
、
流
派
の
術
義
や
思
想
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
検
討
さ

れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
か
る
課
題
に
取
り
組
む
た
め
、
対
象
範
囲
と
し
て
以

下
の
二
点
を
設
定
す
る
。
第
一
に
主
な
対
象
地
域
は
、
こ
の
系
統
が
伝
播
し
た
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を
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和
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は
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が
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、
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に
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の
治
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。
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の
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の
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の
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は
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の
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に
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る
こ
と
で
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と
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ま
た
、
戦
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状
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を
抜
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の
「
未
発
」
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、
抜
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後
の
「
已
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と
で
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室
内
で
反
り
の
な
い
長
大
な
刀
を
使
い
こ
な
す
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
林
崎
流
・
田
宮
流
な
ど
の
居
合
の
諸
派
は
、
長
大
な
刀
を

用
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
反
り
の
深
浅
に
つ
い
て
庄
内
藩
士
の
小

寺
信
正
は
、「
す
ぐ
な
る
刀
」
と
「
ま
が
れ
る
刀
」
と
を
比
べ
、
反
り
の
浅
い
刀

は
抜
き
に
く
い
が
、
深
い
刀
よ
り
早
く
敵
に
刀
が
到
達
す
る
た
め
、
居
合
を
す

る
者
は
好
む
と
主
張
す
る
５
。
江
戸
前
期
に
お
け
る
居
合
・
捕
手
の
流
行
は
、『
好

色
一
代
男
』
や
『
浮
世
草
子
』
に
も
描
か
れ
、
武
家
奉
公
に
有
用
な
技
能
と
し

て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
居
合
が
刀
の
長
大
化
や
反
り
を
浅
く
す
る
流
行
に
も
対
応
し
て
、
新
た
な
戦

闘
方
法
を
提
供
し
、
多
く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
当
該
期
の

刀
の
形
状
変
化
は
、
新
た
な
戦
闘
技
法
の
創
出
と
普
及
に
寄
与
し
た
が
、
必
ず

し
も
実
戦
性
の
喪
失
を
意
味
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
武
器
の
特
性
や
操
法
技
術
か
ら
時
代
の
特
質
、
画
期
を
導
き
出
そ
う
と
す
る

際
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
武
器
と
そ
の
技
術
を
開
発
し
、
相
伝
し
伝
播
し
て

い
っ
た
の
か
、
地
域
や
時
期
の
偏
差
、
携
わ
っ
た
人
物
の
言
説
を
踏
ま
え
て
そ

の
動
向
と
影
響
を
検
討
し
、
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
居
合
術
を
歴
史
学
的
に
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
創
始

者
の
一
人
と
さ
れ
る
林
崎
甚
助
重
信
と
そ
の
流
儀
形
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
彼
に
関
す
る
一
次
史
料
は
未
発
見
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
彼
の
高
弟
と
さ
れ
る
田
宮
平
兵
衛
（
別
称
：
対
馬
守
、
業
正
な
ど
）
や

そ
の
弟
子
・
長
野
無
楽
斎
槿
露
ら
の
事
歴
を
実
証
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
、
そ

の
準
備
作
業
と
な
る
。

　
近
年
、
田
宮
対
馬
守
ら
田
宮
家
が
伝
え
た
紀
州
田
宮
流
に
つ
い
て
は
森
林
健

一
氏
が
そ
の
活
動
や
流
儀
の
形
成
、
継
承
の
過
程
な
ど
を
巨
細
に
研
究
し
て
い

る
６
。
長
野
無
楽
斎
に
つ
い
て
も
、
同
族
と
目
さ
れ
る
箕
輪
長
野
氏
中
の
人
物

比
定
と
、
無
楽
斎
系
の
初
期
の
型
の
考
察
を
試
み
た
７
。
同
氏
は
林
崎
重
信
の

高
弟
に
つ
い
て
後
の
相
伝
者
が
記
し
た
記
録
等
か
ら
、
高
弟
ら
の
行
動
や
流
儀

の
変
容
等
を
推
測
す
る
手
法
を
と
っ
て
お
り
、
倣
う
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
他
方
、
無
楽
斎
の
弟
子
の
一
宮
照
信
や
白
井
成
近
の
系
統
に
属
す
る
伝
書
は

テ
キ
ス
ト
研
究
が
進
み
、
流
儀
の
背
景
に
あ
る
思
想
や
、
技
法
の
基
本
的
構
造

に
関
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
８
。

　
し
か
し
、
長
野
無
楽
斎
を
は
じ
め
田
宮
平
兵
衛
や
林
崎
重
信
が
創
始
し
形
成

し
た
術
技
を
、
そ
の
後
の
門
流
が
ど
の
程
度
継
承
し
て
い
る
の
か
、
他
の
系
統

の
技
や
理
論
に
関
す
る
資
料
を
集
め
、
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
か

る
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
研
究
の
立
ち
遅
れ
て
い
る
、
長
野
無
楽
斎
の
弟

子
・
沼
沢
長
政
が
工
夫
し
相
伝
し
た
門
流
の
技
術
や
思
想
、
伝
播
の
過
程
を
分

析
す
る
。
沼
沢
長
政
の
系
統
は
林
崎
（
新
）
夢
想
流
、
無
楽
流
、
神
流
な
ど
と

称
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
一
括
し
て
「
沼
沢
系
林
崎
流
」
と
呼
ぶ
。

　
沼
沢
系
林
崎
流
に
つ
い
て
は
、『
林
崎
明
神
と
林
崎
甚
助
重
信
』
９
に
よ
っ
て

相
伝
者
の
概
略
や
関
連
す
る
東
北
地
方
の
史
料
が
示
さ
れ
た
。
ほ
か
に
間
島
功

氏
や
野
本
禎
氏
が
、
会
津
藩
を
中
心
に
史
料
お
よ
び
伝
承
者
と
相
伝
関
係
を
紹

介
し
て
い
る
10
。
両
氏
と
も
、会
津
藩
松
平
家
の
基
本
史
料
で
あ
る『
家
世
実
紀
』

や
、
同
藩
の
武
芸
者
を
紀
伝
体
で
記
述
し
た
『
会
津
日
新
館
志
』
の
記
載
な
ど

に
拠
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
り
伝
播
し
た
地
域
や
人
的
関
係
の
一
端
が
判

明
し
て
い
る
も
の
の
、
流
派
の
術
義
や
思
想
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
検
討
さ

れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
か
る
課
題
に
取
り
組
む
た
め
、
対
象
範
囲
と
し
て
以

下
の
二
点
を
設
定
す
る
。
第
一
に
主
な
対
象
地
域
は
、
こ
の
系
統
が
伝
播
し
た
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秋
田
藩
、
出
羽
国
村
山
郡
、
会
津
藩
、
陸
奥
国
信
夫
郡
、
二
本
松
藩
、
三
春
藩
、

仙
台
藩
、
讃
岐
高
松
藩
と
す
る
。
第
二
に
対
象
年
代
は
、
沼
沢
氏
が
会
津
蘆
名

氏
に
属
し
て
い
た
一
五
八
〇
年
代
か
ら
、
一
八
世
紀
前
期
に
各
藩
の
家
臣
団
・

住
民
に
流
儀
が
定
着
す
る
ま
で
の
約
一
五
〇
年
間
と
す
る
。
テ
キ
ス
ト
の
内
容

を
比
較
す
る
際
は
、
そ
れ
以
後
に
作
成
し
た
伝
書
も
用
い
る
。

　
次
に
研
究
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
沼
沢
系
林
崎
流
に
関
す
る
一
次
史
料
を
可

能
な
限
り
収
集
し
提
示
し
た
う
え
で
、
相
伝
者
の
家
系
図
や
各
藩
に
お
け
る
伝

承
等
の
二
次
資
料
を
援
用
し
つ
つ
、
そ
の
相
伝
関
係
や
術
義
の
内
容
に
つ
い
て

比
較
、
同
定
作
業
を
行
う
。
第
一
章
に
お
い
て
は
相
伝
者
の
系
譜
を
、
第
二
章

に
お
い
て
は
術
技
と
思
想
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
相
伝
者

の
よ
り
広
範
な
動
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
術
技
の
体
系
や
構
成
、
解
釈
の

背
景
と
な
っ
た
思
想
の
要
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章
　相
伝
者
の
系
譜

第
二
節
　沼
沢
家
と
沼
沢
長
政

　
本
章
で
は
沼
沢
系
林
崎
流
の
継
承
者
に
つ
い
て
、流
儀
成
立
の
初
期
の
人
物
、

特
に
沼
沢
長
政
と
芦
澤
忠
道
に
焦
点
を
当
て
、相
伝
関
係
を
概
観
し
て
み
た
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
沼
沢
系

林
崎
流
の
相
伝
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
こ
れ
か
ら
沼
沢
系
の
系
譜
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
伝
系
を
図
１
に
整

理
し
た
。
沼
沢
系
の
特
徴
と
し
て
は
、
長
野
無
楽
斎
の
他
の
弟
子
で
あ
る
一
宮

照
信
や
白
井
成
近
の
系
統
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
一
宮
系
、白
井
系
と
呼
ぶ
）
で
は
、

林
崎
重
信
と
長
野
無
楽
斎
と
の
間
に
田
宮
平
兵
衛
を
記
載
す
る
の
に
対
し
、
沼

沢
系
で
は
記
載
せ
ず
、
長
野
の
苗
字
も
「
永
野
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
次
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
を
成
立
さ
せ
た
沼
沢
氏
お
よ
び
芦
澤
氏
の
来
歴
と
動

向
を
跡
付
け
る
。
最
初
に
、
沼
沢
甚
五
左
衛
門
長
政
に
つ
い
て
、
沼
沢
家
が
仕

え
た
大
名
家
ご
と
に
考
察
す
る
。
長
政
は
、
奥
会
津
に
割
拠
し
た
山
内
氏
の
一

族
・
沼
沢
出
雲
守
実
通
の
次
男
で
、
長
野
無
楽
斎
の
弟
子
と
さ
れ
る
。
明
暦
元

（
一
六
五
五
）
年
に
七
九
歳
で
没
し
11
、
行
年
で
逆
算
す
れ
ば
天
正
四

（
一
五
七
六
）
年
に
出
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
沼
沢
氏
は
沼
沢
湖
一
帯
を
本
拠

と
し
、
戦
国
期
に
は
会
津
を
領
し
た
蘆
名
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
12
。

　
天
正
一
七
（
一
五
八
九
）
年
、
摺
上
原
の
戦
い
で
蘆
名
義
広
が
伊
達
政
宗
に

敗
れ
る
と
、
義
広
は
実
家
の
常
陸
佐
竹
家
へ
敗
走
し
、
沼
沢
実
通
も
共
に
落
ち

延
び
た
。
実
通
と
長
子
・
重
通
は
京
都
へ
上
り
、
豊
臣
政
権
へ
蘆
名
家
の
旧
領

回
復
を
嘆
願
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
義
広
は
常
陸
江
戸
崎
城
主
に
留
ま
っ
た
。

奥
州
仕
置
の
後
、
実
通
は
沼
沢
旧
領
へ
一
時
帰
還
し
た
ら
し
く
、
会
津
に
入
部

し
た
蒲
生
氏
郷
か
ら
出
仕
を
勧
誘
さ
れ
た
が
辞
退
し
た
13
。

　
そ
の
後
、
実
通
は
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に
文
禄
の
役
の
た
め
名
護
屋
城

に
参
陣
し
た
。
重
通
は
摺
上
原
敗
戦
後
、
忠
通
が
常
陸
国
に
一
〇
余
年
在
住
し

た
と
す
る
14
。
摺
上
原
の
戦
い
の
折
に
は
、
長
政
は
ま
だ
一
四
歳
で
あ
り
、
長

政
も
忠
通
と
と
も
に
常
陸
に
移
住
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
長
政
が
居
合
の
稽
古

に
専
念
で
き
た
の
は
、
沼
沢
家
の
常
陸
移
住
後
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
、
佐
竹
・
岩
城
両
氏
が
秋
田
へ
転
封
す
る
と
、
鳥

居
忠
政
が
磐
城
平
に
入
部
し
た
。
沼
沢
実
通
は
長
子
の
重
通
と
と
も
に
蘆
名
氏

か
ら
離
れ
鳥
居
氏
に
出
仕
し
、元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
の
山
形
転
封
に
も
従
っ

た
。「
鳥
居
氏
分
限
帳
」（
表
１
）
に
み
え
る
「
沼
沢
出
雲
」
は
重
通
、「
沼
沢
甚
左

衛
門
」
は
長
政
と
み
な
せ
る
。
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林崎甚助重信〈居所不明〉
└永野（長野）無楽斎槿露〈居所不明、のち彦根藩ヵ〉
　└沼沢甚五左衛門（甚〈右、左〉衛門）長政〈磐城平・山形・会津藩〉
　　├神田七兵衛尉勝重〈山形・会津藩〉…
　　｜└大木左大夫定頼〈仙台藩一関〉…
　　└芦澤弥兵衛忠道　／　治郎（治、次）右衛門忠通〈山形・会津・讃岐高松藩〉
　　　├吉田藤右衛門長孝〈讃岐高松藩〉…
　　　├新美吉之丞貞重〈会津藩〉…
　　　├芦澤喜兵衛直（真）治〈讃岐高松・会津藩〉…
　　　｜└畑権十郎〈会津藩〉
　　　｜　└…秋田市郎右衛門尉光昌〈三春藩〉
　　　｜　　　　└三浦藤兵衛尉一入入道義門〈二本松藩［註２］〉…
　　　├須藤平右衛門茂道〈秋田藩〉…
　　　└吉成文左衛門助勝〈秋田藩〉…
　　　　└…〈５代略〉…山口嘉左（右）衛門義里〈仙台藩［註３］〉
　　　　　　　　　　　　└…五十嵐与五右衛門〈村山郡林崎村［註４］〉

註１： 本稿で引用した諸史料に記載された伝系を棒線で連結した。掲示する者は、各地ではじめ
て相伝した者等に限る。名前の末尾に山括弧で所属した藩名や居住地を付した。相伝者を
省略した個所は点線部で表す。

註２： 「林崎神流居合」（『林崎明神と林崎甚助重信』91−94頁）。『二本松市史　第９巻　各論編 ２ 
自然・文化・人物』（二本松市、1989年）348・349頁。

註３： 「御家中士凡諸芸道伝来調書抜」（『宮城県史　第18　医薬・体育』〈宮城県、1959年〉391・417頁）。
寛政４年５月時点の林崎夢想流師範として、仙台藩の大藩士・山口嘉右衛門を登載。山口
以前の仙台藩への流入経路は不明。

註４：「林崎夢想流居合」（『林崎明神と林崎甚助重信』77−78頁）。仙台系の内容。

図１　沼沢系林崎流略伝系

表１「鳥居氏分限帳」林崎流関係者抜粋
所　　属 知行石高 名　　前 備　　　　考

鉄砲組 1000 沼沢出雲 鉄砲組8組のうちの1組
鳥居左近組 200 芦沢弥次右衛門 芦沢次郎右衛門兄ヵ
鳥居左近組 150 芦沢次郎右衛門 芦澤弥兵衛忠道ヵ
鳥居伊右衛門組 200 沼沢甚左衛門 沼沢甚五左衛門長政ヵ
松本勘右衛門組 75 神田覚兵衛 神田勝重の父・角兵衛ヵ

註： 『山形市史資料』第51号（山形市、1978年）所収。山形市長源寺所蔵。寛永２年に戸沢定盛に
付いて新庄藩戸沢家に派遣された家臣がいない（『出羽国最上郡新荘古老覚書』、臨川書店、
1998年復刻、100−101頁）。表中の芦沢弥次右衛門が図２「芦澤三平系譜」の治郎左衛門某な
らば、彼が死亡した寛永12年３月以前の作と推定される。 
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秋
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三
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、
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台
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、
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に
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と
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テ
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ト
の
内
容
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比
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す
る
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、
そ
れ
以
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に
作
成
し
た
伝
書
も
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る
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次
に
研
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法
と
し
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は
、
ま
ず
沼
沢
系
林
崎
流
に
関
す
る
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次
史
料
を
可
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収
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し
提
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し
た
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で
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の
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系
図
や
各
藩
に
お
け
る
伝
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等
の
二
次
資
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を
援
用
し
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つ
、
そ
の
相
伝
関
係
や
術
義
の
内
容
に
つ
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て

比
較
、
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定
作
業
を
行
う
。
第
一
章
に
お
い
て
は
相
伝
者
の
系
譜
を
、
第
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に
お
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は
術
技
と
思
想
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。
こ
の
作
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に
よ
り
、
相
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者

の
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り
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な
動
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
術
技
の
体
系
や
構
成
、
解
釈
の

背
景
と
な
っ
た
思
想
の
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点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章
　相
伝
者
の
系
譜

第
二
節
　沼
沢
家
と
沼
沢
長
政

　
本
章
で
は
沼
沢
系
林
崎
流
の
継
承
者
に
つ
い
て
、流
儀
成
立
の
初
期
の
人
物
、

特
に
沼
沢
長
政
と
芦
澤
忠
道
に
焦
点
を
当
て
、相
伝
関
係
を
概
観
し
て
み
た
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
沼
沢
系

林
崎
流
の
相
伝
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
こ
れ
か
ら
沼
沢
系
の
系
譜
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
伝
系
を
図
１
に
整

理
し
た
。
沼
沢
系
の
特
徴
と
し
て
は
、
長
野
無
楽
斎
の
他
の
弟
子
で
あ
る
一
宮

照
信
や
白
井
成
近
の
系
統
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
一
宮
系
、白
井
系
と
呼
ぶ
）
で
は
、

林
崎
重
信
と
長
野
無
楽
斎
と
の
間
に
田
宮
平
兵
衛
を
記
載
す
る
の
に
対
し
、
沼

沢
系
で
は
記
載
せ
ず
、
長
野
の
苗
字
も
「
永
野
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
次
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
を
成
立
さ
せ
た
沼
沢
氏
お
よ
び
芦
澤
氏
の
来
歴
と
動

向
を
跡
付
け
る
。
最
初
に
、
沼
沢
甚
五
左
衛
門
長
政
に
つ
い
て
、
沼
沢
家
が
仕

え
た
大
名
家
ご
と
に
考
察
す
る
。
長
政
は
、
奥
会
津
に
割
拠
し
た
山
内
氏
の
一

族
・
沼
沢
出
雲
守
実
通
の
次
男
で
、
長
野
無
楽
斎
の
弟
子
と
さ
れ
る
。
明
暦
元

（
一
六
五
五
）
年
に
七
九
歳
で
没
し
11
、
行
年
で
逆
算
す
れ
ば
天
正
四

（
一
五
七
六
）
年
に
出
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
沼
沢
氏
は
沼
沢
湖
一
帯
を
本
拠

と
し
、
戦
国
期
に
は
会
津
を
領
し
た
蘆
名
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
12
。

　
天
正
一
七
（
一
五
八
九
）
年
、
摺
上
原
の
戦
い
で
蘆
名
義
広
が
伊
達
政
宗
に

敗
れ
る
と
、
義
広
は
実
家
の
常
陸
佐
竹
家
へ
敗
走
し
、
沼
沢
実
通
も
共
に
落
ち

延
び
た
。
実
通
と
長
子
・
重
通
は
京
都
へ
上
り
、
豊
臣
政
権
へ
蘆
名
家
の
旧
領

回
復
を
嘆
願
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
義
広
は
常
陸
江
戸
崎
城
主
に
留
ま
っ
た
。

奥
州
仕
置
の
後
、
実
通
は
沼
沢
旧
領
へ
一
時
帰
還
し
た
ら
し
く
、
会
津
に
入
部

し
た
蒲
生
氏
郷
か
ら
出
仕
を
勧
誘
さ
れ
た
が
辞
退
し
た
13
。

　
そ
の
後
、
実
通
は
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に
文
禄
の
役
の
た
め
名
護
屋
城

に
参
陣
し
た
。
重
通
は
摺
上
原
敗
戦
後
、
忠
通
が
常
陸
国
に
一
〇
余
年
在
住
し

た
と
す
る
14
。
摺
上
原
の
戦
い
の
折
に
は
、
長
政
は
ま
だ
一
四
歳
で
あ
り
、
長

政
も
忠
通
と
と
も
に
常
陸
に
移
住
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
長
政
が
居
合
の
稽
古

に
専
念
で
き
た
の
は
、
沼
沢
家
の
常
陸
移
住
後
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
、
佐
竹
・
岩
城
両
氏
が
秋
田
へ
転
封
す
る
と
、
鳥

居
忠
政
が
磐
城
平
に
入
部
し
た
。
沼
沢
実
通
は
長
子
の
重
通
と
と
も
に
蘆
名
氏

か
ら
離
れ
鳥
居
氏
に
出
仕
し
、元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
の
山
形
転
封
に
も
従
っ

た
。「
鳥
居
氏
分
限
帳
」（
表
１
）
に
み
え
る
「
沼
沢
出
雲
」
は
重
通
、「
沼
沢
甚
左

衛
門
」
は
長
政
と
み
な
せ
る
。
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林崎甚助重信〈居所不明〉
└永野（長野）無楽斎槿露〈居所不明、のち彦根藩ヵ〉
　└沼沢甚五左衛門（甚〈右、左〉衛門）長政〈磐城平・山形・会津藩〉
　　├神田七兵衛尉勝重〈山形・会津藩〉…
　　｜└大木左大夫定頼〈仙台藩一関〉…
　　└芦澤弥兵衛忠道　／　治郎（治、次）右衛門忠通〈山形・会津・讃岐高松藩〉
　　　├吉田藤右衛門長孝〈讃岐高松藩〉…
　　　├新美吉之丞貞重〈会津藩〉…
　　　├芦澤喜兵衛直（真）治〈讃岐高松・会津藩〉…
　　　｜└畑権十郎〈会津藩〉
　　　｜　└…秋田市郎右衛門尉光昌〈三春藩〉
　　　｜　　　　└三浦藤兵衛尉一入入道義門〈二本松藩［註２］〉…
　　　├須藤平右衛門茂道〈秋田藩〉…
　　　└吉成文左衛門助勝〈秋田藩〉…
　　　　└…〈５代略〉…山口嘉左（右）衛門義里〈仙台藩［註３］〉
　　　　　　　　　　　　└…五十嵐与五右衛門〈村山郡林崎村［註４］〉

註１： 本稿で引用した諸史料に記載された伝系を棒線で連結した。掲示する者は、各地ではじめ
て相伝した者等に限る。名前の末尾に山括弧で所属した藩名や居住地を付した。相伝者を
省略した個所は点線部で表す。

註２： 「林崎神流居合」（『林崎明神と林崎甚助重信』91−94頁）。『二本松市史　第９巻　各論編 ２ 
自然・文化・人物』（二本松市、1989年）348・349頁。

註３： 「御家中士凡諸芸道伝来調書抜」（『宮城県史　第18　医薬・体育』〈宮城県、1959年〉391・417頁）。
寛政４年５月時点の林崎夢想流師範として、仙台藩の大藩士・山口嘉右衛門を登載。山口
以前の仙台藩への流入経路は不明。

註４：「林崎夢想流居合」（『林崎明神と林崎甚助重信』77−78頁）。仙台系の内容。

図１　沼沢系林崎流略伝系

表１「鳥居氏分限帳」林崎流関係者抜粋
所　　属 知行石高 名　　前 備　　　　考

鉄砲組 1000 沼沢出雲 鉄砲組8組のうちの1組
鳥居左近組 200 芦沢弥次右衛門 芦沢次郎右衛門兄ヵ
鳥居左近組 150 芦沢次郎右衛門 芦澤弥兵衛忠道ヵ
鳥居伊右衛門組 200 沼沢甚左衛門 沼沢甚五左衛門長政ヵ
松本勘右衛門組 75 神田覚兵衛 神田勝重の父・角兵衛ヵ

註： 『山形市史資料』第51号（山形市、1978年）所収。山形市長源寺所蔵。寛永２年に戸沢定盛に
付いて新庄藩戸沢家に派遣された家臣がいない（『出羽国最上郡新荘古老覚書』、臨川書店、
1998年復刻、100−101頁）。表中の芦沢弥次右衛門が図２「芦澤三平系譜」の治郎左衛門某な
らば、彼が死亡した寛永12年３月以前の作と推定される。 
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寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
に
は
、
鳥
居
氏
に
代
わ
り
保
科
正
之
が
山
形
城

主
と
な
っ
た
。
正
之
は
沼
沢
重
通
を
鉄
砲
組
の
組
頭
に
任
じ
厚
遇
し
た
。
弟
の

長
政
は
村
山
郡
中
で
代
官
を
務
め
15
、
主
に
管
轄
地
と
山
形
城
近
辺
に
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
時
期
に
、
神
田
良
勝
（
の
ち
勝
重
）
が
屋
敷
を
接
し

た
縁
で
長
政
の
弟
子
と
な
っ
た
と
い
う
16
。

　
会
津
転
封
後
、兄
の
重
通
は
猪
苗
代
城
代
と
な
っ
た
。寛
永
二
〇（
一
六
四
四
）

年
の
「
保
科
氏
分
限
帳
」
17
に
は
、
知
行
一
二
〇
〇
石
の
「
沼
沢
出
雲
」
と
知

行
二
五
〇
石
の
「
沼
沢
甚
五
左
衛
門
」
が
い
る
。
こ
れ
も
『
家
世
実
紀
』
の
当

該
人
物
の
記
載
と
一
致
し
、
表
１
と
接
続
す
る
。
こ
の
後
、
沼
沢
系
林
崎
流
は

長
政
の
弟
子
・
芦
澤
忠
道
や
新
美
貞
重
、
子
の
沼
沢
忠
通
ら
が
継
承
し
た
。

第
二
節
　芦
澤
家
と
芦
澤
忠
道

　
続
い
て
、
沼
沢
長
政
か
ら
林
崎
流
を
伝
授
さ
れ
た
芦
澤
弥
兵
衛
忠
道
（
？
―

一
六
六
〇
？
）
と
、
子
孫
や
門
人
の
相
伝
の
経
過
を
整
理
す
る
。
芦
澤
忠
道
に

は
、
居
合
伝
書
に
み
え
る
「
弥
兵
衛
忠
道
」
の
名
で
は
、
諸
藩
の
分
限
帳
等
の

公
的
史
料
に
現
れ
ず
、
関
連
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
人
名
も
一
致
し
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
芦
澤
家
が
臣
従
、
定
着
し
た
会
津
藩
松
平
家
の
史
料
の
ほ
か
に
、

他
藩
の
史
料
も
比
較
し
て
人
物
比
定
を
試
み
る
。ま
ず
会
津
藩
士
の
系
譜
集『
諸

士
系
譜
』
の
「
芦
澤
三
平
系
譜
」
18
（
図
２
）
を
み
る
と
、
初
代
の
芦
澤
治
郎

右
衛
門
某
は
、
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
三
月
に
死
没
し
大
窪
山
を
墓
所
と
す

る
。
一
方
、『
会
津
日
新
館
志
』
が
載
せ
る
林
崎
流
相
伝
者
の
「
蘆
澤
弥
兵
衛
忠

通
」
は
、
同
じ
く
万
治
三
年
三
月
に
死
去
し
、
後
に
孫
の
直
矩
が
神
道
式
で
大

窪
山
へ
改
葬
し
た
と
記
す
。
し
た
が
っ
て
会
津
藩
で
は
、
両
者
を
同
一
人
物
と

み
な
し
て
い
る
。

　「
芦
澤
三
平
系
譜
」

は
家
祖
を
伊
賀
守
某

と
す
る
。
伊
賀
守
某

は
毛
利
元
就
の
弟
・

北
就
勝
の
子
で
、
信

州
伊
奈
郡
芦
澤
之
郷

に
移
り
芦
澤
を
苗
字

と
し
た
。
子
の
芦
澤

左
近
某
は
「
信
州
七

騎
衆
」
と
し
て
甲
斐

武
田
家
に
仕
え
、
同

家
滅
亡
の
際
に
領
地

を
退
去
し
た
。

　
武
田
旧
臣
と
さ
れ

る
芦
澤
氏
は
、
他
の

家
臣
団
に
も
存
在
す

る
。
例
え
ば
、
武
田
支
族
の
穴
山
家
の
家
臣
か
ら
水
戸
藩
家
老
と
な
っ
た
芦
澤

（
蘆
沢
）
伊
賀
守
信
重
は
、
彼
の
親
族
を
後
年
書
き
留
め
て
お
り
（
図
３
）
19
、

そ
の
う
ち
芦
澤
久
右
衛
門
は
、松
平
頼
重
の
家
臣
と
し
て
封
地
の
常
陸
下
館
藩
、

讃
岐
高
松
藩
へ
と
異
動
し
た
。

　
他
方
、
讃
岐
高
松
藩
の
分
限
帳
で
は
、
芦
澤
水
之
助
家
が
大
江
氏
の
末
裔
で

あ
り
穴
山
氏
旧
臣
で
あ
る
と
い
う
20
。
各
藩
の
芦
澤
家
の
沿
革
は
、
大
江
姓
か

つ
武
田
旧
臣
で
あ
る
こ
と
が
概
ね
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
図
３
の
「
左
近
」
や

毛利（北）就勝　姓大江・本国安芸
└…芦澤伊賀守〔水戸藩家老芦澤信重の父・君次ヵ〕
　　└芦澤左近
　　　├芦澤治郎左衛門某　寛永12年３月病死、墓所最上
　　　└芦澤治郎右衛門某　「年月不詳　松平讃岐守様御家来芦澤
　　　　｜　　　　　　　　助兵衛弟聟養子仕度旨被依頼候事」
　　　　├治郎右衛門直治　初・喜兵衛　元和元（1615）年誕生
　　　　｜　　　　　　　　実・芦澤助兵衛某　
　　　　├女（養子・治郎右衛門直治妻）
　　　　├藤十郎某　承応元（1652）年７月切腹
　　　　├弥兵衛某　寛文４年４月病死
　　　　└治兵衛某　荒木又之丞某養子

図２「芦澤三平系譜」抜粋
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「
芦
澤
弥
兵
へ
」
は
、
寛
永
一
九
年
当
時
の
彼
ら
の
年
齢
を
考
慮
す
れ
ば
図
２

と
齟
齬
す
る
た
め
、
会
津
の
芦
澤
家
と
接
続
し
な
い
。

　
保
科
正
之
が
山
形
に
就
封
し
た
際
、
芦
澤
治
郎
右
衛
門
は
旧
鳥
居
家
臣
と
し

て
一
五
〇
石
で
登
用
さ
れ
代
官
を
務
め
た
21
。
鳥
居
家
中
で
芦
澤
弥
兵
衛
忠
道

と
目
さ
れ
る
者
は
、
表
１
か
ら
二
人
挙
げ
ら
れ
る
。
一
人
は
芦
澤
弥
次
右
衛
門

二
〇
〇
石
で
、
後
の
「
保
科
氏
分
限
帳
」
に
な
い
。
も
う
一
人
は
芦
澤
次
郎
右

衛
門
一
五
〇
石
で
、
こ
の
両
者
は
図
２
か
ら
兄
弟
と
考
え
ら
れ
る
。
芦
澤
左
近

に
は
男
子
が
二
人
お
り
、
長
男
は
治
郎
左
衛
門
某
で
、
寛
永
一
二
年
三
月
に
死

没
し
墓
所
は
最
上
に
あ
る
と
い
う
。
次
男
は
芦
澤
治
郎
右
衛
門
某
で
、
本
系
譜

の
初
代
で
あ
る
。
彼
は
保
科
氏
仕
官
後
に
知
行
二
〇
〇
石
と
な
り
、「
保
科
氏
分

限
帳
」
に
も
登
載
さ
れ
た
。
表
１
と
図
２
か
ら
、
芦
澤
弥
次
右
衛
門
は
長
男
・

次
郎
左
衛
門
某
、
芦
澤
次
郎
右
衛
門
は
次
男
・
治
郎
右
衛
門
某
に
比
定
で
き
る
。

　
次
男
・
芦
澤
次
（
治
）
郎
右
衛
門
の
名
は
、「
保
科
氏
分
限
帳
」
に
お
い
て
「
芦

沢
治
郎
右
衛
門
」、『
家
世
実
紀
』
で
は
「
蘆
沢
次
（
二
）
郎
右
衛
門
」
に
比
定

さ
れ
る
22
。
一
方
で
林
崎
流
の
伝
書
で
は
、
讃
岐
高
松
系
の
み
「
次
（
治
）
右

衛
門
忠
通
」
と
記
す
が
、
ほ
ぼ
「
弥
兵
衛
忠
道
（
忠
通
）」
と
記
す
。
も
し
次

郎
右
衛
門
と
弥
兵
衛
が
親
兄
弟
な
ら
、
同
時
期
に
同
じ
名
乗
を
避
け
、
同
姓
同

名
の
他
人
な
ら
ば
、
林
崎
流
の
宗
匠
と
し
て
並
立
す
る
と
紛
ら
わ
し
く
、
区
別

す
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
両
名
は
同
一
人
で
あ
り
、「
弥
兵
衛
」
は
若
い
頃
の
名

乗
で
、後
に
「
芦
澤
治
郎
右
衛
門
忠
通
」
と
称
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
な
お
、

次
郎
右
衛
門
某
の
子
「
弥
兵
衛
某
」
が
弥
兵
衛
忠
道
な
ら
ば
、
表
１
や
「
保
科

氏
分
限
帳
」、『
会
津
日
新
館
志
』
の
記
述
と
矛
盾
す
る
た
め
、
同
一
人
と
は
い

え
な
い
。

　
な
お
、
芦
澤
弥
兵
衛
は
、
須
藤
茂
道
と
吉
成
助
勝
と
い
う
二
人
の
秋
田
藩
士

へ
も
林
崎
流
を
教
授
し
、
以
降
秋
田
藩
内
に
お
い
て
勢
力
を
拡
大
し
た
。
秋
田

藩
に
お
け
る
相
伝
者
の
伝
系
は
、
本
城
た
る
久
保
田
城
下
に
止
ま
ら
ず
、
仙
北

地
域
の
各
所
預
の
藩
士
た
ち
へ
も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
23
。

　
秋
田
に
お
け
る
林
崎
流
は
仙
台
藩
内
へ
も
流
入
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
技
術

体
系
も
変
容
を
み
せ
た
。
芦
澤
が
秋
田
藩
士
と
接
触
し
た
経
緯
や
、
秋
田
藩
か

ら
仙
台
藩
領
へ
伝
播
し
た
経
過
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、両
地
域
の
関
連
性
は
、

伝
書
に
記
載
さ
れ
た
伝
系
と
術
技
の
目
録
お
よ
び
構
成
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ

る
。

　
こ
の
忠
通
を
起
点
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
は
会
津
藩
外
へ
拡
散
し
て
い
っ
た
。

勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
忠
通
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で

あ
る
と
評
価
で
き
る
。

〔君次父・不明〕

①├芦沢伊賀守君次（もとの伊賀）
　｜├姉（72−73歳、水戸在住ヵ）
　｜├伊賀守信重（覚書筆者、たゝ今伊賀）
　｜└（若林角兵衛）忠道
　｜　　├若林助作忠吉
　｜　　└若林理兵へ忠知
　├弥兵へ（水戸在住、76−77歳）
　｜├惣領・市兵へ
　｜├二男・内膳
　｜└三男・久右衛門
　｜（２、３年下館居住、寛永19年５月讃岐へ）
　└若尾源三郎
　　├新蔵（昔「甲州之内さいじゃう」居住〉
　　└藤蔵（弥二右衛門、弥兵へ甥）
②（芦沢）左近（昔「さいじゃう」居住）
③善大夫・与兵へ（水戸の家中、親類衆）

図３「芦澤信重覚書案」
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寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
に
は
、
鳥
居
氏
に
代
わ
り
保
科
正
之
が
山
形
城

主
と
な
っ
た
。
正
之
は
沼
沢
重
通
を
鉄
砲
組
の
組
頭
に
任
じ
厚
遇
し
た
。
弟
の

長
政
は
村
山
郡
中
で
代
官
を
務
め
15
、
主
に
管
轄
地
と
山
形
城
近
辺
に
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
時
期
に
、
神
田
良
勝
（
の
ち
勝
重
）
が
屋
敷
を
接
し

た
縁
で
長
政
の
弟
子
と
な
っ
た
と
い
う
16
。

　
会
津
転
封
後
、兄
の
重
通
は
猪
苗
代
城
代
と
な
っ
た
。寛
永
二
〇（
一
六
四
四
）

年
の
「
保
科
氏
分
限
帳
」
17
に
は
、
知
行
一
二
〇
〇
石
の
「
沼
沢
出
雲
」
と
知

行
二
五
〇
石
の
「
沼
沢
甚
五
左
衛
門
」
が
い
る
。
こ
れ
も
『
家
世
実
紀
』
の
当

該
人
物
の
記
載
と
一
致
し
、
表
１
と
接
続
す
る
。
こ
の
後
、
沼
沢
系
林
崎
流
は

長
政
の
弟
子
・
芦
澤
忠
道
や
新
美
貞
重
、
子
の
沼
沢
忠
通
ら
が
継
承
し
た
。

第
二
節
　芦
澤
家
と
芦
澤
忠
道

　
続
い
て
、
沼
沢
長
政
か
ら
林
崎
流
を
伝
授
さ
れ
た
芦
澤
弥
兵
衛
忠
道
（
？
―

一
六
六
〇
？
）
と
、
子
孫
や
門
人
の
相
伝
の
経
過
を
整
理
す
る
。
芦
澤
忠
道
に

は
、
居
合
伝
書
に
み
え
る
「
弥
兵
衛
忠
道
」
の
名
で
は
、
諸
藩
の
分
限
帳
等
の

公
的
史
料
に
現
れ
ず
、
関
連
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
人
名
も
一
致
し
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
芦
澤
家
が
臣
従
、
定
着
し
た
会
津
藩
松
平
家
の
史
料
の
ほ
か
に
、

他
藩
の
史
料
も
比
較
し
て
人
物
比
定
を
試
み
る
。ま
ず
会
津
藩
士
の
系
譜
集『
諸

士
系
譜
』
の
「
芦
澤
三
平
系
譜
」
18
（
図
２
）
を
み
る
と
、
初
代
の
芦
澤
治
郎

右
衛
門
某
は
、
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
三
月
に
死
没
し
大
窪
山
を
墓
所
と
す

る
。
一
方
、『
会
津
日
新
館
志
』
が
載
せ
る
林
崎
流
相
伝
者
の
「
蘆
澤
弥
兵
衛
忠

通
」
は
、
同
じ
く
万
治
三
年
三
月
に
死
去
し
、
後
に
孫
の
直
矩
が
神
道
式
で
大

窪
山
へ
改
葬
し
た
と
記
す
。
し
た
が
っ
て
会
津
藩
で
は
、
両
者
を
同
一
人
物
と

み
な
し
て
い
る
。

　「
芦
澤
三
平
系
譜
」

は
家
祖
を
伊
賀
守
某

と
す
る
。
伊
賀
守
某

は
毛
利
元
就
の
弟
・

北
就
勝
の
子
で
、
信

州
伊
奈
郡
芦
澤
之
郷

に
移
り
芦
澤
を
苗
字

と
し
た
。
子
の
芦
澤

左
近
某
は
「
信
州
七

騎
衆
」
と
し
て
甲
斐

武
田
家
に
仕
え
、
同

家
滅
亡
の
際
に
領
地

を
退
去
し
た
。

　
武
田
旧
臣
と
さ
れ

る
芦
澤
氏
は
、
他
の

家
臣
団
に
も
存
在
す

る
。
例
え
ば
、
武
田
支
族
の
穴
山
家
の
家
臣
か
ら
水
戸
藩
家
老
と
な
っ
た
芦
澤

（
蘆
沢
）
伊
賀
守
信
重
は
、
彼
の
親
族
を
後
年
書
き
留
め
て
お
り
（
図
３
）
19
、

そ
の
う
ち
芦
澤
久
右
衛
門
は
、松
平
頼
重
の
家
臣
と
し
て
封
地
の
常
陸
下
館
藩
、

讃
岐
高
松
藩
へ
と
異
動
し
た
。

　
他
方
、
讃
岐
高
松
藩
の
分
限
帳
で
は
、
芦
澤
水
之
助
家
が
大
江
氏
の
末
裔
で

あ
り
穴
山
氏
旧
臣
で
あ
る
と
い
う
20
。
各
藩
の
芦
澤
家
の
沿
革
は
、
大
江
姓
か

つ
武
田
旧
臣
で
あ
る
こ
と
が
概
ね
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
図
３
の
「
左
近
」
や

毛利（北）就勝　姓大江・本国安芸
└…芦澤伊賀守〔水戸藩家老芦澤信重の父・君次ヵ〕
　　└芦澤左近
　　　├芦澤治郎左衛門某　寛永12年３月病死、墓所最上
　　　└芦澤治郎右衛門某　「年月不詳　松平讃岐守様御家来芦澤
　　　　｜　　　　　　　　助兵衛弟聟養子仕度旨被依頼候事」
　　　　├治郎右衛門直治　初・喜兵衛　元和元（1615）年誕生
　　　　｜　　　　　　　　実・芦澤助兵衛某　
　　　　├女（養子・治郎右衛門直治妻）
　　　　├藤十郎某　承応元（1652）年７月切腹
　　　　├弥兵衛某　寛文４年４月病死
　　　　└治兵衛某　荒木又之丞某養子

図２「芦澤三平系譜」抜粋
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「
芦
澤
弥
兵
へ
」
は
、
寛
永
一
九
年
当
時
の
彼
ら
の
年
齢
を
考
慮
す
れ
ば
図
２

と
齟
齬
す
る
た
め
、
会
津
の
芦
澤
家
と
接
続
し
な
い
。

　
保
科
正
之
が
山
形
に
就
封
し
た
際
、
芦
澤
治
郎
右
衛
門
は
旧
鳥
居
家
臣
と
し

て
一
五
〇
石
で
登
用
さ
れ
代
官
を
務
め
た
21
。
鳥
居
家
中
で
芦
澤
弥
兵
衛
忠
道

と
目
さ
れ
る
者
は
、
表
１
か
ら
二
人
挙
げ
ら
れ
る
。
一
人
は
芦
澤
弥
次
右
衛
門

二
〇
〇
石
で
、
後
の
「
保
科
氏
分
限
帳
」
に
な
い
。
も
う
一
人
は
芦
澤
次
郎
右

衛
門
一
五
〇
石
で
、
こ
の
両
者
は
図
２
か
ら
兄
弟
と
考
え
ら
れ
る
。
芦
澤
左
近

に
は
男
子
が
二
人
お
り
、
長
男
は
治
郎
左
衛
門
某
で
、
寛
永
一
二
年
三
月
に
死

没
し
墓
所
は
最
上
に
あ
る
と
い
う
。
次
男
は
芦
澤
治
郎
右
衛
門
某
で
、
本
系
譜

の
初
代
で
あ
る
。
彼
は
保
科
氏
仕
官
後
に
知
行
二
〇
〇
石
と
な
り
、「
保
科
氏
分

限
帳
」
に
も
登
載
さ
れ
た
。
表
１
と
図
２
か
ら
、
芦
澤
弥
次
右
衛
門
は
長
男
・

次
郎
左
衛
門
某
、
芦
澤
次
郎
右
衛
門
は
次
男
・
治
郎
右
衛
門
某
に
比
定
で
き
る
。

　
次
男
・
芦
澤
次
（
治
）
郎
右
衛
門
の
名
は
、「
保
科
氏
分
限
帳
」
に
お
い
て
「
芦

沢
治
郎
右
衛
門
」、『
家
世
実
紀
』
で
は
「
蘆
沢
次
（
二
）
郎
右
衛
門
」
に
比
定

さ
れ
る
22
。
一
方
で
林
崎
流
の
伝
書
で
は
、
讃
岐
高
松
系
の
み
「
次
（
治
）
右

衛
門
忠
通
」
と
記
す
が
、
ほ
ぼ
「
弥
兵
衛
忠
道
（
忠
通
）」
と
記
す
。
も
し
次

郎
右
衛
門
と
弥
兵
衛
が
親
兄
弟
な
ら
、
同
時
期
に
同
じ
名
乗
を
避
け
、
同
姓
同

名
の
他
人
な
ら
ば
、
林
崎
流
の
宗
匠
と
し
て
並
立
す
る
と
紛
ら
わ
し
く
、
区
別

す
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
両
名
は
同
一
人
で
あ
り
、「
弥
兵
衛
」
は
若
い
頃
の
名

乗
で
、後
に
「
芦
澤
治
郎
右
衛
門
忠
通
」
と
称
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
な
お
、

次
郎
右
衛
門
某
の
子
「
弥
兵
衛
某
」
が
弥
兵
衛
忠
道
な
ら
ば
、
表
１
や
「
保
科

氏
分
限
帳
」、『
会
津
日
新
館
志
』
の
記
述
と
矛
盾
す
る
た
め
、
同
一
人
と
は
い

え
な
い
。

　
な
お
、
芦
澤
弥
兵
衛
は
、
須
藤
茂
道
と
吉
成
助
勝
と
い
う
二
人
の
秋
田
藩
士

へ
も
林
崎
流
を
教
授
し
、
以
降
秋
田
藩
内
に
お
い
て
勢
力
を
拡
大
し
た
。
秋
田

藩
に
お
け
る
相
伝
者
の
伝
系
は
、
本
城
た
る
久
保
田
城
下
に
止
ま
ら
ず
、
仙
北

地
域
の
各
所
預
の
藩
士
た
ち
へ
も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
23
。

　
秋
田
に
お
け
る
林
崎
流
は
仙
台
藩
内
へ
も
流
入
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
技
術

体
系
も
変
容
を
み
せ
た
。
芦
澤
が
秋
田
藩
士
と
接
触
し
た
経
緯
や
、
秋
田
藩
か

ら
仙
台
藩
領
へ
伝
播
し
た
経
過
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、両
地
域
の
関
連
性
は
、

伝
書
に
記
載
さ
れ
た
伝
系
と
術
技
の
目
録
お
よ
び
構
成
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ

る
。

　
こ
の
忠
通
を
起
点
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
は
会
津
藩
外
へ
拡
散
し
て
い
っ
た
。

勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
忠
通
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で

あ
る
と
評
価
で
き
る
。

〔君次父・不明〕

①├芦沢伊賀守君次（もとの伊賀）
　｜├姉（72−73歳、水戸在住ヵ）
　｜├伊賀守信重（覚書筆者、たゝ今伊賀）
　｜└（若林角兵衛）忠道
　｜　　├若林助作忠吉
　｜　　└若林理兵へ忠知
　├弥兵へ（水戸在住、76−77歳）
　｜├惣領・市兵へ
　｜├二男・内膳
　｜└三男・久右衛門
　｜（２、３年下館居住、寛永19年５月讃岐へ）
　└若尾源三郎
　　├新蔵（昔「甲州之内さいじゃう」居住〉
　　└藤蔵（弥二右衛門、弥兵へ甥）
②（芦沢）左近（昔「さいじゃう」居住）
③善大夫・与兵へ（水戸の家中、親類衆）

図３「芦澤信重覚書案」
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第
三
節
　讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
新
当
流
の
相
伝

　
前
節
を
踏
ま
え
、
讃
岐
高
松
藩
士
芦
澤
家
の
経
過
と
林
崎
流
の
展
開
を
論
じ

る
。
讃
岐
国
直
島
の
三
宅
家
文
書
に
は
、讃
岐
高
松
藩
士
の
黒
田
氏
ら
が
作
成
、

筆
写
し
た
新
当
流
居
合
史
料
が
伝
世
し
て
い
る
。
新
当
流
を
称
し
な
が
ら
も
そ

の
実
は
沼
沢
系
林
崎
流
で
あ
り
、
当
地
へ
伝
播
し
た
興
味
深
い
経
緯
を
伝
え
て

い
る
。

　
三
宅
家
文
書
中
の
『
新
當
流
居
合
（
傳
）
書
』
24
に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
支
藩

の
一
関
藩
継
嗣
・
伊
達
宗
興（
一
六
四
九
―
一
七
〇
二
）が
、寛
文
六（
一
六
六
六
）

年
秋
に
同
書
の
作
成
を
命
じ
た
と
い
う
。
宗
興
の
家
臣
の
大
木
定
頼
は
、
会
津

の
神
田
勝
重
か
ら
新
当
流
を
学
び
、
宗
興
自
身
も
「
愛
其
術
」
し
た
。
宗
興
は

伝
書
の
理
解
が
不
十
分
で
、
そ
れ
を
大
木
が
憂
慮
し
て
い
た
。
宗
興
に
は
幕
府

で
の
勤
務
が
あ
り
、
新
当
流
を
習
熟
で
き
ず
に
い
た
が
、
寛
文
六
年
秋
に
至
り

官
暇
を
得
て
「
東
奥
之
采
地
」
た
る
領
地
の
一
関
に
下
向
で
き
た
た
め
、
書
生

の
遠
藤
直
常
に
こ
の
書
を
執
筆
さ
せ
た
。
そ
し
て
本
書
を
大
木
か
ら
讃
岐
高
松

藩
士
の
芦
澤
忠
通
へ
内
容
を
確
認
さ
せ
る
た
め
に
与
え
た
、
と
し
て
い
る
。

　
本
書
に
基
づ
い
て
新
当
流
の
相
伝
関
係
を
整
理
す
る
と
、
神
田
勝
重
か
ら
大

木
定
頼
お
よ
び
伊
達
宗
興
へ
と
相
伝
さ
れ
、
そ
の
学
習
進
捗
は
芦
澤
忠
通
に
よ

り
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、『
会
津
日
新
館
志
』
は
忠
通
の
没
年
を
万
治
三
年
と
す
る
一
方
、
伊

達
宗
興
は
忠
通
が
没
し
た
は
ず
の
寛
文
七
年
に
『
新
當
流
居
合
書
』
を
送
っ
て

お
り
、
双
方
の
記
述
に
疑
義
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
伊
達
騒
動
の
結
果
、
寛
文

一
一
（
一
六
七
一
）
年
に
伊
達
宗
興
と
父
・
宗
勝
は
流
罪
と
な
っ
た
が
、
流
刑

時
の
家
臣
の
一
覧
に
大
木
定
頼
や
遠
藤
直
常
は
お
ら
ず
、
伊
達
家
側
か
ら
は
両

者
の
存
在
と
新
当
流
習
得
の
事
実
と
を
確
認
で
き
な
い
25
。

　
な
お
、
前
掲
し
た
三
宅
家
文
書
の
史
料
一
「
居
合
内
證
之
巻
」
は
、
沼
沢
系

林
崎
流
の
伝
書
の
な
か
で
最
も
古
い
が
、
不
自
然
に
宛
名
が
切
り
取
ら
れ
て
お

り
、
印
可
が
発
給
後
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
三
宅
家
文
書
の
居
合

相
伝
に
か
か
る
記
載
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
や
不
可
解
な
点
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
上
記
の
『
新
當
流
居
合
（
傳
）
書
』
に
よ
れ
ば
、
林
崎
流
の
継
承
者
を
、
長

野
無
楽
斎
槿
露
：
井
伊
家
（
彦
根
藩
）
の
従
者
、
沼
沢
長
政
：
保
科
正
之
（
会

津
藩
）
の
従
者
、
芦
澤
忠
通
：
松
平
頼
重
（
讃
岐
高
松
藩
）
の
従
者
、
神
田
勝

重
：
保
科
正
之
の
従
者
、
と
列
挙
す
る
。
こ
の
記
述
が
真
な
ら
ば
、
寛
文
期
に

は
相
伝
者
の
間
で
、
長
野
無
楽
斎
が
井
伊
家
の
家
臣
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
伊
達
宗
興
と
そ
の
配
下
は
、
先
師
の
主
従
関
係
の
把
握

に
努
め
て
お
り
、本
書
を
受
領
し
た
芦
澤
忠
通
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、流
名
も
こ
の
相
伝
関
係
の
傍
証
と
な
り
え
よ
う
。
神
田
良
近
の
祖
父
・

勝
重
は
元
来
、
神
道
流
小
太
刀
剣
術
を
学
び
、
神
田
家
は
林
崎
流
と
神
道
流
と

を
同
根
の
流
儀
と
し
て
併
伝
し
た
。
そ
の
た
め
、
芦
澤
忠
通
も
勝
重
の
論
理
に

同
意
し
、
流
名
を
「
新
当
流
（
シ
ン
ト
ウ
リ
ュ
ウ
）」
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　『
新
當
流
居
合
書
』
に
お
け
る
居
合
の
系
譜
は
、
林
崎
甚
助
重
信
―
永
野
無

楽
斎
槿
露
―
沼
沢
甚
五
左
衛
門
長
政
―
芦
澤
治
（
次
）
右
衛
門
忠
通
―
吉
田
藤

右
衛
門
長
孝
―
芦
澤
止
水
典
顕
―
芦
澤
清
六
三
顕
―
芦
澤
覚
兵
衛
三
美
―
黒
田

権
右
衛
門
政
喜
―
黒
田
棟
右
衛
門
（
政
正
）、
と
な
っ
て
い
る
。

　
讃
岐
松
平
家
中
の
芦
澤
治
右
衛
門
は
、
大
老
・
肥
田
和
泉
の
配
下
で
あ
っ

た
26
。
肥
田
は
後
北
条
氏
旧
臣
で
、
後
に
水
戸
藩
の
徳
川
頼
房
に
仕
え
、
さ
ら

に
松
平
頼
重
の
下
館
立
藩
に
伴
い
家
老
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
27
。
治
右
衛
門
は
、
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同
じ
肥
田
与
力
の
吉
田
藤
右
衛

門
に
新
当
流
を
伝
授
し
た
。
芦

澤
治
右
衛
門
家
に
は
分
家
が
あ

り
（
表
２
）、
清
六
、
覚
兵
衛

の
二
代
が
居
合
の
系
譜
と
一
致

す
る
。
止
水
典
顕
は
、
清
六
の

前
代
・
弥
兵
衛
で
あ
ろ
う
。

　『
新
當
流
居
合
書
』
は
芦
澤

忠
通
を
讃
岐
高
松
藩
士
と
し
、

会
津
の
芦
澤
家
に
は
触
れ
な

い
。
一
方
で
会
津
藩
の
「
芦
澤

三
平
系
譜
」
は
、
芦
澤
治
郎
右

衛
門
（
弥
兵
衛
忠
道
）
が
讃
岐

高
松
藩
の
芦
澤
助
兵
衛
の
弟
・

喜
兵
衛
直
治
を
婿
養
子
に
し
た

と
い
う
。
こ
こ
に
両
藩
の
芦
澤

家
に
縁
戚
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
讃
岐
高
松
側
の

分
限
帳
等
で
助
兵
衛
を
確
認
で

き
な
い
。
仮
に
助
兵
衛
が
治
右

衛
門
な
ら
ば
、
会
津
藩
の
芦
澤
忠
通
と
と
も
に
沼
沢
長
政
か
ら
印
可
を
受
け
た

は
ず
だ
が
、
そ
の
旨
の
記
録
は
な
く
、
同
一
人
物
と
認
め
難
い
。

　
そ
こ
で
、
讃
岐
高
松
藩
の
芦
澤
治
右
衛
門
と
会
津
藩
の
芦
澤
次
郎
右
衛
門
は

同
一
人
で
、
会
津
か
ら
讃
岐
高
松
へ
異
動
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
に
会
津
城
下
で
起
き
た
安

武
太
郎
右
衛
門
の
殺
害
事
件
が
あ
る
28
。
本
事
件
の
背
景
に
は
家
中
の
若
年
層

の
衆
道
関
係
が
あ
り
、
藩
当
局
は
秩
序
を
乱
す
事
態
と
み
て
憂
慮
し
た
。
そ
こ

で
安
武
と
親
交
が
あ
っ
た
容
疑
者
一
〇
名
を
切
腹
さ
せ
、
多
く
の
若
年
の
侍
を

追
放
し
た
。

　
こ
の
時
、
林
崎
流
関
係
者
も
嫌
疑
を
受
け
、
芦
沢
次
郎
右
衛
門
の
次
男
・
藤

十
郎
が
切
腹
、
次
郎
右
衛
門
は
閉
門
の
ち
赦
免
、
畑
権
十
郎
は
証
拠
不
十
分
で

赦
免
さ
れ
た
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
本
件
を
因
に
芦
澤
忠
通
が
会
津
を
去

り
、
讃
岐
松
平
家
へ
異
動
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
会
津
藩

と
讃
岐
高
松
藩
の
芦
澤
家
間
の
縁
戚
関
係
が
軸
と
な
り
、
新
当
流
が
讃
岐
高
松

藩
に
も
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
幕
末
期
に
は
、
芦
澤
覚
兵
衛
の
弟
子
・
黒
田
政
正
と
子
の
郡
平
が
活
躍
し

た
29
。
お
そ
ら
く
芦
澤
弥
兵
衛
家
の
流
儀
継
承
が
途
絶
え
た
た
め
、
黒
田
政
正

が
芦
澤
家
か
ら
伝
書
群
を
譲
り
受
け
、
さ
ら
に
三
宅
家
へ
譲
渡
し
た
と
思
料
さ

れ
る
。

第
二
章
　沼
沢
系
林
崎
流
の
術
義
と
思
想

第
一
節
　技
の
体
系

　
本
章
で
は
沼
沢
系
林
崎
流
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
技
術
の
体
系
と
思
想

の
構
造
と
を
論
じ
る
。
は
じ
め
に
、
各
地
域
の
伝
書
を
比
較
す
る
こ
と
で
身
体

的
技
術
の
体
系
と
構
成
要
素
を
把
握
す
る
。
次
に
、
伝
書
中
の
テ
キ
ス
ト
に
込

め
ら
れ
た
文
意
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
基
本
的
な
解
釈
を
提
示
し
、
他
系

統
の
伝
書
と
の
同
異
点
を
明
ら
か
に
す
る
。ま
た
、伝
書
中
に
お
い
て
万
字（
卍
）

に
代
表
さ
れ
る
、
流
儀
の
思
想
的
構
造
の
核
心
を
抽
出
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業

表２　讃岐高松藩・芦澤治右衛門家歴代表

世代 （本家）
芦沢治右衛門家 年代 （治右衛門五男）

芦沢弥兵衛家 年代

１ 治右衛門 承応 ― ―
２ 惣右衛門 延宝 弥兵衛〔止水典顕ヵ〕 元禄
３ 平助（猪之八） 享保 清六（三顕、弥兵衛） 宝永
４ 平助 天明 覚兵衛（弥兵衛） 安永
５ 惣右衛門 文化 註： 『高松藩藩士録―藩士から牢

人まで―』９、10頁。『讃岐松
平藩士由緒録』11−13頁。

６ 平助（太作、平右衛門） 文政
７ 惣右衛門　惣四郎 安政
８ 米太郎 明治
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第
三
節
　讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
新
当
流
の
相
伝

　
前
節
を
踏
ま
え
、
讃
岐
高
松
藩
士
芦
澤
家
の
経
過
と
林
崎
流
の
展
開
を
論
じ

る
。
讃
岐
国
直
島
の
三
宅
家
文
書
に
は
、讃
岐
高
松
藩
士
の
黒
田
氏
ら
が
作
成
、

筆
写
し
た
新
当
流
居
合
史
料
が
伝
世
し
て
い
る
。
新
当
流
を
称
し
な
が
ら
も
そ

の
実
は
沼
沢
系
林
崎
流
で
あ
り
、
当
地
へ
伝
播
し
た
興
味
深
い
経
緯
を
伝
え
て

い
る
。

　
三
宅
家
文
書
中
の
『
新
當
流
居
合
（
傳
）
書
』
24
に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
支
藩

の
一
関
藩
継
嗣
・
伊
達
宗
興（
一
六
四
九
―
一
七
〇
二
）が
、寛
文
六（
一
六
六
六
）

年
秋
に
同
書
の
作
成
を
命
じ
た
と
い
う
。
宗
興
の
家
臣
の
大
木
定
頼
は
、
会
津

の
神
田
勝
重
か
ら
新
当
流
を
学
び
、
宗
興
自
身
も
「
愛
其
術
」
し
た
。
宗
興
は

伝
書
の
理
解
が
不
十
分
で
、
そ
れ
を
大
木
が
憂
慮
し
て
い
た
。
宗
興
に
は
幕
府

で
の
勤
務
が
あ
り
、
新
当
流
を
習
熟
で
き
ず
に
い
た
が
、
寛
文
六
年
秋
に
至
り

官
暇
を
得
て
「
東
奥
之
采
地
」
た
る
領
地
の
一
関
に
下
向
で
き
た
た
め
、
書
生

の
遠
藤
直
常
に
こ
の
書
を
執
筆
さ
せ
た
。
そ
し
て
本
書
を
大
木
か
ら
讃
岐
高
松

藩
士
の
芦
澤
忠
通
へ
内
容
を
確
認
さ
せ
る
た
め
に
与
え
た
、
と
し
て
い
る
。

　
本
書
に
基
づ
い
て
新
当
流
の
相
伝
関
係
を
整
理
す
る
と
、
神
田
勝
重
か
ら
大

木
定
頼
お
よ
び
伊
達
宗
興
へ
と
相
伝
さ
れ
、
そ
の
学
習
進
捗
は
芦
澤
忠
通
に
よ

り
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、『
会
津
日
新
館
志
』
は
忠
通
の
没
年
を
万
治
三
年
と
す
る
一
方
、
伊

達
宗
興
は
忠
通
が
没
し
た
は
ず
の
寛
文
七
年
に
『
新
當
流
居
合
書
』
を
送
っ
て

お
り
、
双
方
の
記
述
に
疑
義
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
伊
達
騒
動
の
結
果
、
寛
文

一
一
（
一
六
七
一
）
年
に
伊
達
宗
興
と
父
・
宗
勝
は
流
罪
と
な
っ
た
が
、
流
刑

時
の
家
臣
の
一
覧
に
大
木
定
頼
や
遠
藤
直
常
は
お
ら
ず
、
伊
達
家
側
か
ら
は
両

者
の
存
在
と
新
当
流
習
得
の
事
実
と
を
確
認
で
き
な
い
25
。

　
な
お
、
前
掲
し
た
三
宅
家
文
書
の
史
料
一
「
居
合
内
證
之
巻
」
は
、
沼
沢
系

林
崎
流
の
伝
書
の
な
か
で
最
も
古
い
が
、
不
自
然
に
宛
名
が
切
り
取
ら
れ
て
お

り
、
印
可
が
発
給
後
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
三
宅
家
文
書
の
居
合

相
伝
に
か
か
る
記
載
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
や
不
可
解
な
点
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
上
記
の
『
新
當
流
居
合
（
傳
）
書
』
に
よ
れ
ば
、
林
崎
流
の
継
承
者
を
、
長

野
無
楽
斎
槿
露
：
井
伊
家
（
彦
根
藩
）
の
従
者
、
沼
沢
長
政
：
保
科
正
之
（
会

津
藩
）
の
従
者
、
芦
澤
忠
通
：
松
平
頼
重
（
讃
岐
高
松
藩
）
の
従
者
、
神
田
勝

重
：
保
科
正
之
の
従
者
、
と
列
挙
す
る
。
こ
の
記
述
が
真
な
ら
ば
、
寛
文
期
に

は
相
伝
者
の
間
で
、
長
野
無
楽
斎
が
井
伊
家
の
家
臣
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
伊
達
宗
興
と
そ
の
配
下
は
、
先
師
の
主
従
関
係
の
把
握

に
努
め
て
お
り
、本
書
を
受
領
し
た
芦
澤
忠
通
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、流
名
も
こ
の
相
伝
関
係
の
傍
証
と
な
り
え
よ
う
。
神
田
良
近
の
祖
父
・

勝
重
は
元
来
、
神
道
流
小
太
刀
剣
術
を
学
び
、
神
田
家
は
林
崎
流
と
神
道
流
と

を
同
根
の
流
儀
と
し
て
併
伝
し
た
。
そ
の
た
め
、
芦
澤
忠
通
も
勝
重
の
論
理
に

同
意
し
、
流
名
を
「
新
当
流
（
シ
ン
ト
ウ
リ
ュ
ウ
）」
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　『
新
當
流
居
合
書
』
に
お
け
る
居
合
の
系
譜
は
、
林
崎
甚
助
重
信
―
永
野
無

楽
斎
槿
露
―
沼
沢
甚
五
左
衛
門
長
政
―
芦
澤
治
（
次
）
右
衛
門
忠
通
―
吉
田
藤

右
衛
門
長
孝
―
芦
澤
止
水
典
顕
―
芦
澤
清
六
三
顕
―
芦
澤
覚
兵
衛
三
美
―
黒
田

権
右
衛
門
政
喜
―
黒
田
棟
右
衛
門
（
政
正
）、
と
な
っ
て
い
る
。

　
讃
岐
松
平
家
中
の
芦
澤
治
右
衛
門
は
、
大
老
・
肥
田
和
泉
の
配
下
で
あ
っ

た
26
。
肥
田
は
後
北
条
氏
旧
臣
で
、
後
に
水
戸
藩
の
徳
川
頼
房
に
仕
え
、
さ
ら

に
松
平
頼
重
の
下
館
立
藩
に
伴
い
家
老
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
27
。
治
右
衛
門
は
、
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同
じ
肥
田
与
力
の
吉
田
藤
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衛

門
に
新
当
流
を
伝
授
し
た
。
芦

澤
治
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衛
門
家
に
は
分
家
が
あ

り
（
表
２
）、
清
六
、
覚
兵
衛

の
二
代
が
居
合
の
系
譜
と
一
致

す
る
。
止
水
典
顕
は
、
清
六
の

前
代
・
弥
兵
衛
で
あ
ろ
う
。

　『
新
當
流
居
合
書
』
は
芦
澤

忠
通
を
讃
岐
高
松
藩
士
と
し
、

会
津
の
芦
澤
家
に
は
触
れ
な

い
。
一
方
で
会
津
藩
の
「
芦
澤

三
平
系
譜
」
は
、
芦
澤
治
郎
右

衛
門
（
弥
兵
衛
忠
道
）
が
讃
岐

高
松
藩
の
芦
澤
助
兵
衛
の
弟
・

喜
兵
衛
直
治
を
婿
養
子
に
し
た

と
い
う
。
こ
こ
に
両
藩
の
芦
澤

家
に
縁
戚
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
讃
岐
高
松
側
の

分
限
帳
等
で
助
兵
衛
を
確
認
で

き
な
い
。
仮
に
助
兵
衛
が
治
右

衛
門
な
ら
ば
、
会
津
藩
の
芦
澤
忠
通
と
と
も
に
沼
沢
長
政
か
ら
印
可
を
受
け
た

は
ず
だ
が
、
そ
の
旨
の
記
録
は
な
く
、
同
一
人
物
と
認
め
難
い
。

　
そ
こ
で
、
讃
岐
高
松
藩
の
芦
澤
治
右
衛
門
と
会
津
藩
の
芦
澤
次
郎
右
衛
門
は

同
一
人
で
、
会
津
か
ら
讃
岐
高
松
へ
異
動
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
に
会
津
城
下
で
起
き
た
安

武
太
郎
右
衛
門
の
殺
害
事
件
が
あ
る
28
。
本
事
件
の
背
景
に
は
家
中
の
若
年
層

の
衆
道
関
係
が
あ
り
、
藩
当
局
は
秩
序
を
乱
す
事
態
と
み
て
憂
慮
し
た
。
そ
こ

で
安
武
と
親
交
が
あ
っ
た
容
疑
者
一
〇
名
を
切
腹
さ
せ
、
多
く
の
若
年
の
侍
を

追
放
し
た
。

　
こ
の
時
、
林
崎
流
関
係
者
も
嫌
疑
を
受
け
、
芦
沢
次
郎
右
衛
門
の
次
男
・
藤

十
郎
が
切
腹
、
次
郎
右
衛
門
は
閉
門
の
ち
赦
免
、
畑
権
十
郎
は
証
拠
不
十
分
で

赦
免
さ
れ
た
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
本
件
を
因
に
芦
澤
忠
通
が
会
津
を
去

り
、
讃
岐
松
平
家
へ
異
動
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
会
津
藩

と
讃
岐
高
松
藩
の
芦
澤
家
間
の
縁
戚
関
係
が
軸
と
な
り
、
新
当
流
が
讃
岐
高
松

藩
に
も
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
幕
末
期
に
は
、
芦
澤
覚
兵
衛
の
弟
子
・
黒
田
政
正
と
子
の
郡
平
が
活
躍
し

た
29
。
お
そ
ら
く
芦
澤
弥
兵
衛
家
の
流
儀
継
承
が
途
絶
え
た
た
め
、
黒
田
政
正

が
芦
澤
家
か
ら
伝
書
群
を
譲
り
受
け
、
さ
ら
に
三
宅
家
へ
譲
渡
し
た
と
思
料
さ

れ
る
。

第
二
章
　沼
沢
系
林
崎
流
の
術
義
と
思
想

第
一
節
　技
の
体
系

　
本
章
で
は
沼
沢
系
林
崎
流
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
技
術
の
体
系
と
思
想

の
構
造
と
を
論
じ
る
。
は
じ
め
に
、
各
地
域
の
伝
書
を
比
較
す
る
こ
と
で
身
体

的
技
術
の
体
系
と
構
成
要
素
を
把
握
す
る
。
次
に
、
伝
書
中
の
テ
キ
ス
ト
に
込

め
ら
れ
た
文
意
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
基
本
的
な
解
釈
を
提
示
し
、
他
系

統
の
伝
書
と
の
同
異
点
を
明
ら
か
に
す
る
。ま
た
、伝
書
中
に
お
い
て
万
字（
卍
）

に
代
表
さ
れ
る
、
流
儀
の
思
想
的
構
造
の
核
心
を
抽
出
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業

表２　讃岐高松藩・芦澤治右衛門家歴代表

世代 （本家）
芦沢治右衛門家 年代 （治右衛門五男）

芦沢弥兵衛家 年代

１ 治右衛門 承応 ― ―
２ 惣右衛門 延宝 弥兵衛〔止水典顕ヵ〕 元禄
３ 平助（猪之八） 享保 清六（三顕、弥兵衛） 宝永
４ 平助 天明 覚兵衛（弥兵衛） 安永
５ 惣右衛門 文化 註： 『高松藩藩士録―藩士から牢

人まで―』９、10頁。『讃岐松
平藩士由緒録』11−13頁。

６ 平助（太作、平右衛門） 文政
７ 惣右衛門　惣四郎 安政
８ 米太郎 明治
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を
経
て
、
会
津
藩
内
で
試
み
ら
れ
た
沼
沢
系
林

崎
流
の
朱
子
学
的
再
解
釈
の
意
義
を
論
じ
る
。

　
ま
ず
技
の
体
系
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
伝

書
に
記
載
さ
れ
た
技
法
の
諸
項
目
を
表
３
に
ま

と
め
る
。

　
沼
澤
系
林
崎
流
で
は
、
最
初
に
「
無
明
剣
」

を
全
て
に
通
ず
る
根
本
の
技
に
位
置
付
け
30
、

座
居
に
よ
る
居
合
を
順
に「
初
重
抜
」「
二
重
切
」

「
三
重
切
」
と
し
て
ま
と
め
、
さ
ら
に
立
合
の

技
を
中
心
と
し
た
「
五
箇
秘
伝
」
が
続
く
。
表

３
の
１
～
４
、６
、７
が
各
地
の
伝
書
に
共
通
す

る
基
本
的
構
成
で
あ
り
、
沼
沢
系
の
成
立
当
初

か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
初
重
、

二
重
、
三
重
と
い
う
順
序
に
は
、
技
の
難
易
度

が
段
階
的
に
上
昇
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
31
。

こ
れ
は
一
宮
系
や
白
井
系
が
、正
面
（
表
）、左
、

右
の
順
に
、
敵
と
対
す
る
方
向
ご
と
に
型
を
編

成
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
一
宮

系
や
白
井
系
に
み
ら
れ
る
居
合
・
立
合
の
型
等

を
描
い
た
二
人
一
組
の
図
絵
が
32
、
沼
沢
系
に

は
な
い
。

　
秋
田
藩
士
の
石
井
忠
利
は
、
刃
長
三
尺
三
寸

の
刀
を
使
う
意
義
を「
長
く
重
き
を
鍛
錬
し
て
、

短
く
軽
き
を
以
て
手
の
内
益
自
由
に
せ
ん
が
た

表３　沼沢系林崎流における伝書の諸項目
番号 項目名称 概　　　　要 伝播した地域
１ 初重抜 居合、無明剣など５～７本の型 共通
２ 二重切（内証） 居合、５～７本の型

共通（二本松除く）３ 三重切 居合、５～７本の型
４ 五箇秘伝 主に立合、５本の型
５ 一流秘術 ８～９本の型 秋田・讃岐高松・会津
６ 一流秘伝 無意一刀、心の目付、先帰位

共通（二本松除く）
７ 極意剣 極意および万事抜
８ 居合内証之巻 ８ないし９本の型、別称「投木之身曲」 秋田・讃岐高松

９ 拾一ヶ條之次第
（十五箇條）

11または15の注意事項、仙台系の拾二種
剣に相当 秋田・讃岐高松・仙台

10 霞之巻（懸口） ５本の型 会津
11 立合 立合の型 会津・二本松
12 三ッ表 ３本の型、仙台系では三箇秘伝 会津・仙台
13 初重／二重／三重 ３項目各６本、計18本の型で編成

仙台
14 表組終 六種剣は６本、七箇秘伝は７本の型、拾

二種剣は12本の注意事項
15 脇指道理 ６本の型、脇差を用いた技法ヵ

二本松

16 向身 14本の型
17 左身 ９本の型、左の敵への対応ヵ
18 合剣 ５本の型
19 外物 16本の注意事項ヵ
20 右身 ５本の型、右の敵への対応ヵ
21 小太刀 10本の型、小太刀を用いた技法ヵ
22 柔術 腰廻、立合柔術、押形外　各８本

註： 本稿において引用した諸史料から、概ね共通する項目の名称や型の本数を表化した。
　　本表の型の整理については居合文化研究会・森林健一氏のご教示を得た。
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め
也
」
と
し
、「
そ
の
用
い
る
処
の
刀
は
、
元
来
人
尺
よ
り
生
ず
、
例
せ
ば
五
尺

の
人
二
尺
五
寸
の
定
な
り
」
と
い
い
、
平
素
は
身
長
に
合
う
刃
長
二
尺
五
寸
程

の
打
刀
を
奨
め
33
、
会
津
系
で
も
同
様
で
あ
っ
た
34
。
利
便
性
を
考
慮
す
る
と

と
も
に
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
刀
の
長
さ
規
制
に
応
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
の
項
目
も
、伝
播
し
た
時
期
と
地
域
ご
と
に
一
程
度
類
型
化
で
き
る
。

ま
ず
秋
田
系
と
讃
岐
高
松
系
に
は
、
表
３
の
５
か
ら
９
ま
で
の
項
目
が
あ
り
、

一
流
秘
術
や
極
意
剣
の
項
に
「
先
帰
位
（
千
金
位
）」「
万
事
抜
」
を
含
む
。
非

沼
沢
系
に
も
同
じ
記
載
が
あ
る
た
め
35
、
長
野
無
楽
斎
の
代
か
ら
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
江
戸
後
期
に
秋
田
藩
か
ら
伝
播
し
た
と
み
ら
れ
る
仙
台

藩
系
の
伝
書
は
、
表
３
の
１
か
ら
３
を
前
半
部
の
巻
一
と
し
、
４
、６
、
13
、

14
を
後
半
部
の
巻
二
と
し
て
分
割
す
る
。
仙
台
系
と
讃
岐
高
松
系
の
１
か
ら
５

を
比
較
す
る
と
、
各
項
目
の
中
に
含
ま
れ
る
個
々
の
型
に
異
動
が
あ
る
。
例
え

ば
仙
台
系
の
「
内
証
之
巻
（
二
重
切
）」
に
は
、
讃
岐
高
松
系
の
「
三
重
切
」

中
の
「
殺
人
刀
」「
活
人
剣
」
が
異
動
し
、
逆
に
仙
台
系
の
「
三
重
」
に
は
、
讃

岐
高
松
系
の
「
二
重
切
」
中
の
「
雄
月
（
雄
决
）」「
金
剛
剣
」
が
編
入
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、仙
台
系
の
表
３
の
12
は
、讃
岐
高
松
系
の
「
二
重
切
」
中
の
「
水

月
」、「
五
箇
秘
伝
」
中
の
「
声
之
抜
」、「
一
流
之
秘
術
」
中
の
「
無
一
剣
」
を
抽

出
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

　
他
に
表
３
の
13
、
14
は
、
後
述
す
る
「
手
次
巻
」
の
語
句
「
十
八
種
剣
」「
六

種
剣
」「
十
二
種
剣
」
に
対
応
し
て
、
技
や
型
を
編
成
し
た
と
み
ら
れ
る
。
特
に

「
六
種
剣
」
は
仙
台
藩
の
相
伝
者
・
北
山
栄
壽
が
加
え
た
と
明
記
す
る
。

　
続
い
て
会
津
系
と
二
本
松
系
36
の
伝
書
に
は
、
立
合
の
項
目
が
あ
る
。
二
本

松
系
で
は
そ
の
一
部
に
五
箇
秘
伝
の
型
の
名
を
含
む
が
、
伝
書
ご
と
に
型
の
名

も
本
数
も
異
な
り
、共
通
性
を
見
出
し
難
い
。
二
本
松
藩
丹
羽
家
中
の
伝
書
は
、

初
重
に
あ
た
る
「
神
儀
」
以
外
は
15
か
ら
21
ま
で
独
自
の
項
目
が
目
立
つ
。
小

太
刀
や
柔
術
の
型
が
追
加
さ
れ
、
居
合
の
枠
組
を
超
え
た
複
合
的
な
武
術
教
授

を
企
図
し
再
構
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
他
に
、
技
の
動
き
や
心
得
を
歌
で
表
現
し
た
歌
巻
が
存
在
し
、
三
一
首

で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
讃
岐
高
松
系
、
会
津
系
、
仙
台
系
の
い
ず
れ
も
基
本
的

に
同
じ
内
容
、
順
番
で
歌
わ
れ
て
お
り
37
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
成
立
当
初
か
ら

あ
ま
り
変
化
が
み
ら
れ
な
い
。

第
二
節
　手
次
巻
の
テ
キ
ス
ト
構
造

　
次
に
、
流
派
の
来
歴
を
示
す
「
手
次
巻
」（
ま
た
は
「
居
合
相
伝
序
」）
と
呼

ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
讃
岐
高
松
系
、
秋
田
系
、
会
津
系
の
三
つ
の
注

釈
書
を
元
に
、
そ
の
文
意
や
構
造
を
把
握
す
る
。
さ
ら
に
、
非
沼
沢
系
の
当
該

史
料
と
の
同
異
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
沼
沢
系
の
「
手
次
巻
」
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
り
、
一
つ
は
各
相
伝
地
域
に

共
通
す
る
文
面
で
、
仮
に
Ａ
型
と
呼
ぶ
。
対
し
て
、
秋
田
系
の
一
部
の
伝
書
は

Ａ
型
の
章
句
が
加
除
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
Ｂ
型
と
呼
び
区
別
す
る
38
。
ま
ず
Ａ

型
を
掲
出
す
る
。

【
史
料
一
・
Ａ
型
】 「
居
合
内
證
之
巻
」
39

 

明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
、
芦
澤
次
右
衛
門
尉
忠
通
発
給

　
　
△
居
合
相
伝
序

夫
兵
法
之
術
、
上
古
中
古
雖
有
数
多
、
末
世
相
応
之
太
刀
、
手
近
之
勝
負
一

命
之
者
無
極
、
此
居
合
而
今
斯
一
流
、
於
世
致
仰
信
尋
、
其
始
奥
州
之
住
人

林
崎
甚
助
重
信
ト
云
者
、
依
剣
術
望
林
之
明
神
ヱ
百
ヶ
日
参
籠
、
所
致
無
二
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を
経
て
、
会
津
藩
内
で
試
み
ら
れ
た
沼
沢
系
林

崎
流
の
朱
子
学
的
再
解
釈
の
意
義
を
論
じ
る
。

　
ま
ず
技
の
体
系
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
伝

書
に
記
載
さ
れ
た
技
法
の
諸
項
目
を
表
３
に
ま

と
め
る
。

　
沼
澤
系
林
崎
流
で
は
、
最
初
に
「
無
明
剣
」

を
全
て
に
通
ず
る
根
本
の
技
に
位
置
付
け
30
、

座
居
に
よ
る
居
合
を
順
に「
初
重
抜
」「
二
重
切
」

「
三
重
切
」
と
し
て
ま
と
め
、
さ
ら
に
立
合
の

技
を
中
心
と
し
た
「
五
箇
秘
伝
」
が
続
く
。
表

３
の
１
～
４
、６
、７
が
各
地
の
伝
書
に
共
通
す

る
基
本
的
構
成
で
あ
り
、
沼
沢
系
の
成
立
当
初

か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
初
重
、

二
重
、
三
重
と
い
う
順
序
に
は
、
技
の
難
易
度

が
段
階
的
に
上
昇
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
31
。

こ
れ
は
一
宮
系
や
白
井
系
が
、正
面
（
表
）、左
、

右
の
順
に
、
敵
と
対
す
る
方
向
ご
と
に
型
を
編

成
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
一
宮

系
や
白
井
系
に
み
ら
れ
る
居
合
・
立
合
の
型
等

を
描
い
た
二
人
一
組
の
図
絵
が
32
、
沼
沢
系
に

は
な
い
。

　
秋
田
藩
士
の
石
井
忠
利
は
、
刃
長
三
尺
三
寸

の
刀
を
使
う
意
義
を「
長
く
重
き
を
鍛
錬
し
て
、

短
く
軽
き
を
以
て
手
の
内
益
自
由
に
せ
ん
が
た

表３　沼沢系林崎流における伝書の諸項目
番号 項目名称 概　　　　要 伝播した地域
１ 初重抜 居合、無明剣など５～７本の型 共通
２ 二重切（内証） 居合、５～７本の型

共通（二本松除く）３ 三重切 居合、５～７本の型
４ 五箇秘伝 主に立合、５本の型
５ 一流秘術 ８～９本の型 秋田・讃岐高松・会津
６ 一流秘伝 無意一刀、心の目付、先帰位

共通（二本松除く）
７ 極意剣 極意および万事抜
８ 居合内証之巻 ８ないし９本の型、別称「投木之身曲」 秋田・讃岐高松

９ 拾一ヶ條之次第
（十五箇條）

11または15の注意事項、仙台系の拾二種
剣に相当 秋田・讃岐高松・仙台

10 霞之巻（懸口） ５本の型 会津
11 立合 立合の型 会津・二本松
12 三ッ表 ３本の型、仙台系では三箇秘伝 会津・仙台
13 初重／二重／三重 ３項目各６本、計18本の型で編成

仙台
14 表組終 六種剣は６本、七箇秘伝は７本の型、拾

二種剣は12本の注意事項
15 脇指道理 ６本の型、脇差を用いた技法ヵ

二本松

16 向身 14本の型
17 左身 ９本の型、左の敵への対応ヵ
18 合剣 ５本の型
19 外物 16本の注意事項ヵ
20 右身 ５本の型、右の敵への対応ヵ
21 小太刀 10本の型、小太刀を用いた技法ヵ
22 柔術 腰廻、立合柔術、押形外　各８本

註： 本稿において引用した諸史料から、概ね共通する項目の名称や型の本数を表化した。
　　本表の型の整理については居合文化研究会・森林健一氏のご教示を得た。
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め
也
」
と
し
、「
そ
の
用
い
る
処
の
刀
は
、
元
来
人
尺
よ
り
生
ず
、
例
せ
ば
五
尺

の
人
二
尺
五
寸
の
定
な
り
」
と
い
い
、
平
素
は
身
長
に
合
う
刃
長
二
尺
五
寸
程

の
打
刀
を
奨
め
33
、
会
津
系
で
も
同
様
で
あ
っ
た
34
。
利
便
性
を
考
慮
す
る
と

と
も
に
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
刀
の
長
さ
規
制
に
応
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
の
項
目
も
、伝
播
し
た
時
期
と
地
域
ご
と
に
一
程
度
類
型
化
で
き
る
。

ま
ず
秋
田
系
と
讃
岐
高
松
系
に
は
、
表
３
の
５
か
ら
９
ま
で
の
項
目
が
あ
り
、

一
流
秘
術
や
極
意
剣
の
項
に
「
先
帰
位
（
千
金
位
）」「
万
事
抜
」
を
含
む
。
非

沼
沢
系
に
も
同
じ
記
載
が
あ
る
た
め
35
、
長
野
無
楽
斎
の
代
か
ら
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
江
戸
後
期
に
秋
田
藩
か
ら
伝
播
し
た
と
み
ら
れ
る
仙
台

藩
系
の
伝
書
は
、
表
３
の
１
か
ら
３
を
前
半
部
の
巻
一
と
し
、
４
、６
、
13
、

14
を
後
半
部
の
巻
二
と
し
て
分
割
す
る
。
仙
台
系
と
讃
岐
高
松
系
の
１
か
ら
５

を
比
較
す
る
と
、
各
項
目
の
中
に
含
ま
れ
る
個
々
の
型
に
異
動
が
あ
る
。
例
え

ば
仙
台
系
の
「
内
証
之
巻
（
二
重
切
）」
に
は
、
讃
岐
高
松
系
の
「
三
重
切
」

中
の
「
殺
人
刀
」「
活
人
剣
」
が
異
動
し
、
逆
に
仙
台
系
の
「
三
重
」
に
は
、
讃

岐
高
松
系
の
「
二
重
切
」
中
の
「
雄
月
（
雄
决
）」「
金
剛
剣
」
が
編
入
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、仙
台
系
の
表
３
の
12
は
、讃
岐
高
松
系
の
「
二
重
切
」
中
の
「
水

月
」、「
五
箇
秘
伝
」
中
の
「
声
之
抜
」、「
一
流
之
秘
術
」
中
の
「
無
一
剣
」
を
抽

出
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

　
他
に
表
３
の
13
、
14
は
、
後
述
す
る
「
手
次
巻
」
の
語
句
「
十
八
種
剣
」「
六

種
剣
」「
十
二
種
剣
」
に
対
応
し
て
、
技
や
型
を
編
成
し
た
と
み
ら
れ
る
。
特
に

「
六
種
剣
」
は
仙
台
藩
の
相
伝
者
・
北
山
栄
壽
が
加
え
た
と
明
記
す
る
。

　
続
い
て
会
津
系
と
二
本
松
系
36
の
伝
書
に
は
、
立
合
の
項
目
が
あ
る
。
二
本

松
系
で
は
そ
の
一
部
に
五
箇
秘
伝
の
型
の
名
を
含
む
が
、
伝
書
ご
と
に
型
の
名

も
本
数
も
異
な
り
、共
通
性
を
見
出
し
難
い
。
二
本
松
藩
丹
羽
家
中
の
伝
書
は
、

初
重
に
あ
た
る
「
神
儀
」
以
外
は
15
か
ら
21
ま
で
独
自
の
項
目
が
目
立
つ
。
小

太
刀
や
柔
術
の
型
が
追
加
さ
れ
、
居
合
の
枠
組
を
超
え
た
複
合
的
な
武
術
教
授

を
企
図
し
再
構
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
他
に
、
技
の
動
き
や
心
得
を
歌
で
表
現
し
た
歌
巻
が
存
在
し
、
三
一
首

で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
讃
岐
高
松
系
、
会
津
系
、
仙
台
系
の
い
ず
れ
も
基
本
的

に
同
じ
内
容
、
順
番
で
歌
わ
れ
て
お
り
37
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
成
立
当
初
か
ら

あ
ま
り
変
化
が
み
ら
れ
な
い
。

第
二
節
　手
次
巻
の
テ
キ
ス
ト
構
造

　
次
に
、
流
派
の
来
歴
を
示
す
「
手
次
巻
」（
ま
た
は
「
居
合
相
伝
序
」）
と
呼

ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
讃
岐
高
松
系
、
秋
田
系
、
会
津
系
の
三
つ
の
注

釈
書
を
元
に
、
そ
の
文
意
や
構
造
を
把
握
す
る
。
さ
ら
に
、
非
沼
沢
系
の
当
該

史
料
と
の
同
異
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
沼
沢
系
の
「
手
次
巻
」
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
り
、
一
つ
は
各
相
伝
地
域
に

共
通
す
る
文
面
で
、
仮
に
Ａ
型
と
呼
ぶ
。
対
し
て
、
秋
田
系
の
一
部
の
伝
書
は

Ａ
型
の
章
句
が
加
除
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
Ｂ
型
と
呼
び
区
別
す
る
38
。
ま
ず
Ａ

型
を
掲
出
す
る
。

【
史
料
一
・
Ａ
型
】 「
居
合
内
證
之
巻
」
39

 

明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
、
芦
澤
次
右
衛
門
尉
忠
通
発
給

　
　
△
居
合
相
伝
序

夫
兵
法
之
術
、
上
古
中
古
雖
有
数
多
、
末
世
相
応
之
太
刀
、
手
近
之
勝
負
一

命
之
者
無
極
、
此
居
合
而
今
斯
一
流
、
於
世
致
仰
信
尋
、
其
始
奥
州
之
住
人

林
崎
甚
助
重
信
ト
云
者
、
依
剣
術
望
林
之
明
神
ヱ
百
ヶ
日
参
籠
、
所
致
無
二
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精
祈
、
満
ル
暁
夢
中
一
翁
来
テ
告
曰
、
汝
感
甚
深
之
志
、
将
授
此
妙
術
宜
護

持
ト
云
ニ
、
重
信
成
テ
喜
悦
思
、
則
引
我
閑
室
於
斯
従
窮
、
居
合
之
奥
蔵
以

来
不
依
真
剣
偽
剣
、
得
寄
得
之
玄
理
、
不
暇
暦
指
、
人
畏
之
ヲ
、
如
獅
子
一

死
百
獣
悩
裂
貴
之
似
リ
、
鳳
凰
来
儀
聖
者
出
現
ト
云
リ
、
中
ニ
モ
居
合
秘
術

ト
云
者
、
坐
牙
腰
刀
以
三
尺
三
寸
、
勝
事
九
寸
五
分
ニ
、
表
六
寸
ニ
勝
之
妙

不
思
儀
也
、
極
位
一
国
一
人
之
相
伝
也
①
、
腰
刀
三
尺
三
寸
者
過
現
未
三
心

三
身
即
三
宝
也
、
王
法
是
為
三
剣
禅
門
有
十
八
種
ノ
剣
六
種
剣
十
二
種
剣
、

亦
是
済
家
室
中
重
伐
衲
僧
截
断
修
行
也
②
、
殺
人
刀
活
人
剣
、
都
テ
在
掌
握

中
、
脇
指
九
寸
五
分
者
九
品
蓮
葉
剣
、
出
離
憂
苦
ゝ
海
中
死
之
魔
軍
追
倒
、

釈
道
九
曜
五
古
之
内
証
也
、
是
則
曹
洞
五
位
秘
訳
、
敵
味
方
ト
成
事
是
亦
前

生
之
業
感
也
、
生
死
一
躰
而
百
戦
場
中
便
大
穿
光
土
也
、
如
此
観
事
、
事
摩

利
支
尊
天
之
護
身
符
也
②
、
此
居
合
以
賜
千
金
不
貴
、
但
於
実
預
之
人
可
傳

附
之
③
、
願
磨
心
外
之
鈍
刀
ヲ
、
可
授
持
ス
胸
中
之
利
剣
ヲ
者
也
④

　
　
黙
然
良
久
云

　
〇
珊
瑚
枝
々
撑
着
月

　（
以
下
略
）

　　
か
た
や
Ｂ
型
で
は
、「
極
意
一
国
一
人
相
伝
也
…
衲
僧
截
断
修
行
也
」
と
「
都

テ
在
掌
握
中
…
」
以
降
の
文
言
が
な
い
（
史
料
一
、波
線
お
よ
び
二
重
下
線
部
）。

欠
落
箇
所
の
文
意
は
、
①
極
意
の
一
国
一
人
へ
の
相
伝
、
②
腰
刀
三
尺
三
寸
と

脇
指
九
寸
五
分
の
意
味
と
関
係
性
、
③
銭
貨
に
依
ら
ず
篤
実
な
修
行
者
に
相
伝

す
る
こ
と
、
④
心
の
外
で
は
刀
と
居
合
の
技
を
磨
き
心
の
内
で
は
武
士
と
し
て

の
義
理
・
矜
持
を
保
持
せ
よ
と
い
う
教
戒
、
の
四
点
で
あ
る
40
。

　
そ
の
上
で
、「
黙
然
良
久
云
」
の
前
に
「
着
々
眼
流
星
機
掣
電
、
百
戦
利
有
伸

一
掌
、
一
心
動
静
有
機
前
、
万
法
一
鑿
一
気
迅
速
而
已
、
唯
願
向
利
時
當
所
湛

然
」
が
挿
入
さ
れ
、
文
頭
は
『
碧
巌
録
』
第
二
四
則
、
文
末
は
『
証
道
歌
』
第

一
四
文
段
の
語
句
を
引
用
す
る
。

　
他
の
一
宮
系
や
白
井
系
と
比
較
す
る
と
、
沼
沢
系
に
は
史
料
一
の
下
線
部
お

よ
び
二
重
下
線
部
の
文
言
が
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
意
訳
す
れ
ば
、
林
明

神
の
夢
告
を
受
け
て
重
信
は
喜
び
、
参
籠
す
る
部
屋
へ
戻
り
参
究
し
、
居
合
の

玄
理
を
感
得
し
た
。
そ
の
妙
技
は
指
折
り
数
え
る
間
も
な
く
早
く
、
人
を
恐
れ

さ
せ
、
獅
子
の
一
吠
が
百
獣
の
脳
を
裂
き
、
鳳
凰
が
飛
来
し
て
聖
者
が
出
現
し

た
よ
う
だ
と
、『
證
道
歌
』
や
『
書
経
』
の
一
節
を
引
い
て
例
え
る
。
こ
の
文
意

は
、
居
合
の
術
技
が
武
威
を
生
じ
、
敵
を
戦
慄
さ
せ
る
と
理
解
さ
れ
る
41
。「
百

獣
脳
裂
」
に
対
し
て
は
、
三
尺
三
寸
の
刀
で
敵
を
制
す
る
様
を
「
坐
牙
腰
刀
」

と
形
容
し
、
獅
子
が
獣
を
咥
え
る
姿
に
準
え
る
42
。

　
こ
の
章
句
を
基
準
に
長
野
無
楽
斎
の
諸
系
統
を
比
較
す
る
と
、
説
話
の
基
本

構
成
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
宮
系
と
白
井
系
は
近
縁
で
あ
る
の
に
対
し

沼
沢
系
は
遠
縁
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
Ａ
型
の
讃
岐
高
松
系
の
伝
書
43
を
も
と
に
、
後
段
の
主
要
な
語
句
の

語
義
を
把
握
し
て
お
こ
う
。「
過
現
未
」
は
過
去
、
現
在
、
未
来
を
さ
し
、「
過
は

刀
鞘
に
納
め
、
現
在
は
刀
の
抜
き
た
る
事
、
未
来
は
右
抜
き
た
る
刀
に
て
勝
負

究
る
事
を
云
」
い
、抜
刀
前
か
ら
次
々
に
予
測
し
て
動
く
こ
と
の
大
事
を
説
く
。

過
去
現
在
未
来
の
含
意
を
「
三
心
」、
そ
の
重
要
性
を
「
三
宝
」
と
表
し
、
そ

の
こ
と
が
刃
長
三
尺
三
寸
で
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
。

　「
六
種
剣
」「
十
二
種
剣
」「
十
八
種
剣
」
は
、
禅
宗
の
座
禅
に
あ
た
り
、「
物
に

早
速
出
合
事
」「
利
を
考
へ
、
物
に
忽
ち
応
す
る
事
」
を
さ
す
。「
出
離
憂
苦
ゝ
海

中
」
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
に
お
い
て
生
じ
る
欲
望
を
離
れ
る
こ

と
を
い
い
、
居
合
を
修
行
し
て
悪
事
を
行
わ
ず
、
心
明
ら
か
で
あ
れ
ば
敵
に
遅
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れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
な
お
、
手
次
の
巻
文
末
の
「
珊
瑚
枝
撑
着
月
」
と

は
、
海
中
の
珊
瑚
が
月
光
を
受
け
て
速
や
か
に
輝
く
様
に
例
え
て
、
敵
の
挙
動

に
応
じ
て
変
化
し
て
勝
つ
居
合
の
要
諦
を
表
す
44
。

　
以
上
が
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
手
次
巻
に
お
け
る
基
礎
的
な
解
釈
で
あ
り
、
一

部
に
異
動
、
加
除
が
あ
る
も
の
の
、
上
記
で
例
示
し
た
以
外
の
語
句
に
つ
い
て

は
、
既
知
の
一
宮
系
や
白
井
系
の
伝
書
と
共
通
の
理
解
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に

手
次
巻
の
記
述
の
相
違
を
整
理
し
て
い
く
と
、
長
野
無
楽
斎
に
各
門
弟
が
入
門

し
、
相
伝
さ
れ
分
化
し
て
い
っ
た
時
期
を
推
測
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

第
三
節
　思
想
的
構
造
―
万
字
・
陰
陽
・
転
変
―

　
よ
り
枢
要
な
、流
儀
に
お
い
て
修
行
者
の
思
考
や
行
動
を
規
定
す
る
原
理
と
、

思
想
的
な
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
秋
田
藩
士
石
井
忠
許
の
教
説
を
弟
子

「
永
尊
」
が
ま
と
め
た
『
林
崎
流
居
合
秘
伝
聞
書
』
45
は
、
型
の
根
幹
的
な
構

造
と
稽
古
観
と
を
表
す
象
徴
と
し
て
、
万
字
（
卍
）
を
用
い
る
。
万
字
は
四
つ

の
直
角
と
八
方
向
の
線
「
四
曲
八
勢
」
で
表
さ
れ
、
卍
の
字
は
回
転
し
て
「
鍛

錬
よ
り
神
変
生
、
神
変
よ
り
奇
妙
」
が
生
じ
、
鍛
錬
の
永
続
的
な
サ
イ
ク
ル
に

よ
っ
て
自
己
の
技
を
極
め
る
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
る
。

　
万
字
の
構
成
と
、
居
合
の
技
や
型
と
の
関
連
性
を
説
明
す
る
の
が
「
十
字
大

事
」
で
あ
る
。
十
字
と
は
、
刀
と
刀
で
十
字
に
切
り
合
っ
た
形
、
す
な
わ
ち
勝

負
の
始
ま
り
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
戦
闘
前
の
、帯
刀
す
る
姿
を
「
陰
の
十
字
」

と
い
い
、
十
字
・
万
字
と
居
合
の
動
き
と
を
、
陰
陽
の
性
質
と
働
き
で
表
す
。

陽
は
竪
の
方
向
、
我
自
身
の
攻
撃
と
、
敵
を
待
ち
受
け
る
態
勢
を
示
す
。
陰
は
、

横
の
方
向
、
防
御
、
そ
し
て
敵
に
対
し
仕
掛
け
る
姿
勢
を
示
す
。

　
十
字
と
万
字
の
字
形
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
同
じ
で
、
分
解
す
れ
ば
「
丁
・
丁
」

と
な
る
。
十
字
お
よ
び
万
字
は
回
転
す
る
こ
と
で
円
相
と
な
り
、
刀
の
軌
跡
や

居
合
の
一
連
の
動
き
を
現
す
。
石
井
は
「
転
変
」
と
い
う
語
を
多
用
し
、
敵
の

行
動
や
状
況
に
応
じ
て
自
己
が
変
化
す
る
こ
と
を
勝
利
の
核
心
的
要
件
と
し
て

い
る
。
十
字
・
万
字
は
こ
の
「
転
変
」
を
象
徴
す
る
図
形
で
あ
る
46
。

　
翻
っ
て
秋
田
系
の
「
一
流
（
之
）
秘
伝
」
47
の
項
で
は
、「
無
意
之
一
刀
」
が

無
念
無
想
で
抜
刀
す
る
戦
闘
の
開
始
を
意
味
し
、
続
い
て
「
心
（
之
目
付
）」

が
敵
の
心
理
を
観
察
す
る
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
「
先
帰
位
」
が
斬
撃
後
す
ぐ

に
次
の
対
戦
に
備
え
る
と
い
う
、
終
結
と
再
開
を
表
す
。
こ
の
三
項
目
は
円
相

の
図
で
括
ら
れ
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
先
の
十
字
・
万
字
と
対
応
す
る
。
さ

ら
に
護
身
法
の
項
目
が
あ
り
、
修
験
道
で
用
い
ら
れ
る
九
字
や
手
印
の
図
を
載

せ
る
48
。
こ
れ
ら
が
持
つ
九
字
・
十
字
の
字
義
を
も
と
に
、
居
合
の
十
字
・
万

字
と
関
係
付
け
修
行
者
を
守
護
す
る
の
で
あ
る
。

　
基
層
に
は
、
陰
陽
を
基
礎
と
し
た
十
字
・
卍
の
説
明
が
あ
り
、
転
変
し
て
勝

つ
、
と
い
う
居
合
の
要
諦
を
理
論
化
し
て
い
る
。
そ
こ
に
密
教
の
護
身
法
が
付

加
さ
れ
、
宗
教
的
な
威
力
に
よ
っ
て
居
合
の
術
技
が
強
化
、
増
幅
さ
れ
る
。
万

字
と
陰
陽
を
基
礎
に
置
く
流
儀
の
理
論
は
、
会
津
藩
の
相
伝
者
た
ち
に
よ
り
彫

琢
さ
れ
て
い
く
。

第
四
節
　神
田
良
近
の
朱
子
学
的
再
解
釈

　
沼
沢
系
林
崎
流
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
り
、
会
津
藩
で
は
神
田
勝
重
の
孫
、
良

近
が
登
場
し
て
解
釈
の
刷
新
が
試
み
ら
れ
た
。

　
彼
は
著
書
『
居
合
傳
書
口
訣
凖
規
鈔
』
の
「
手
次
巻
」
の
項
に
お
い
て
、「
凡

此
巻
従
古
代
々
秘
ス
、
是
居
合
ノ
起
源
ヲ
記
ヲ
以
テ
也
、
雖
然
、
古
ハ
人
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精
祈
、
満
ル
暁
夢
中
一
翁
来
テ
告
曰
、
汝
感
甚
深
之
志
、
将
授
此
妙
術
宜
護

持
ト
云
ニ
、
重
信
成
テ
喜
悦
思
、
則
引
我
閑
室
於
斯
従
窮
、
居
合
之
奥
蔵
以

来
不
依
真
剣
偽
剣
、
得
寄
得
之
玄
理
、
不
暇
暦
指
、
人
畏
之
ヲ
、
如
獅
子
一

死
百
獣
悩
裂
貴
之
似
リ
、
鳳
凰
来
儀
聖
者
出
現
ト
云
リ
、
中
ニ
モ
居
合
秘
術

ト
云
者
、
坐
牙
腰
刀
以
三
尺
三
寸
、
勝
事
九
寸
五
分
ニ
、
表
六
寸
ニ
勝
之
妙

不
思
儀
也
、
極
位
一
国
一
人
之
相
伝
也
①
、
腰
刀
三
尺
三
寸
者
過
現
未
三
心

三
身
即
三
宝
也
、
王
法
是
為
三
剣
禅
門
有
十
八
種
ノ
剣
六
種
剣
十
二
種
剣
、

亦
是
済
家
室
中
重
伐
衲
僧
截
断
修
行
也
②
、
殺
人
刀
活
人
剣
、
都
テ
在
掌
握

中
、
脇
指
九
寸
五
分
者
九
品
蓮
葉
剣
、
出
離
憂
苦
ゝ
海
中
死
之
魔
軍
追
倒
、

釈
道
九
曜
五
古
之
内
証
也
、
是
則
曹
洞
五
位
秘
訳
、
敵
味
方
ト
成
事
是
亦
前

生
之
業
感
也
、
生
死
一
躰
而
百
戦
場
中
便
大
穿
光
土
也
、
如
此
観
事
、
事
摩

利
支
尊
天
之
護
身
符
也
②
、
此
居
合
以
賜
千
金
不
貴
、
但
於
実
預
之
人
可
傳

附
之
③
、
願
磨
心
外
之
鈍
刀
ヲ
、
可
授
持
ス
胸
中
之
利
剣
ヲ
者
也
④

　
　
黙
然
良
久
云

　
〇
珊
瑚
枝
々
撑
着
月

　（
以
下
略
）

　　
か
た
や
Ｂ
型
で
は
、「
極
意
一
国
一
人
相
伝
也
…
衲
僧
截
断
修
行
也
」
と
「
都

テ
在
掌
握
中
…
」
以
降
の
文
言
が
な
い
（
史
料
一
、波
線
お
よ
び
二
重
下
線
部
）。

欠
落
箇
所
の
文
意
は
、
①
極
意
の
一
国
一
人
へ
の
相
伝
、
②
腰
刀
三
尺
三
寸
と

脇
指
九
寸
五
分
の
意
味
と
関
係
性
、
③
銭
貨
に
依
ら
ず
篤
実
な
修
行
者
に
相
伝

す
る
こ
と
、
④
心
の
外
で
は
刀
と
居
合
の
技
を
磨
き
心
の
内
で
は
武
士
と
し
て

の
義
理
・
矜
持
を
保
持
せ
よ
と
い
う
教
戒
、
の
四
点
で
あ
る
40
。

　
そ
の
上
で
、「
黙
然
良
久
云
」
の
前
に
「
着
々
眼
流
星
機
掣
電
、
百
戦
利
有
伸

一
掌
、
一
心
動
静
有
機
前
、
万
法
一
鑿
一
気
迅
速
而
已
、
唯
願
向
利
時
當
所
湛

然
」
が
挿
入
さ
れ
、
文
頭
は
『
碧
巌
録
』
第
二
四
則
、
文
末
は
『
証
道
歌
』
第

一
四
文
段
の
語
句
を
引
用
す
る
。

　
他
の
一
宮
系
や
白
井
系
と
比
較
す
る
と
、
沼
沢
系
に
は
史
料
一
の
下
線
部
お

よ
び
二
重
下
線
部
の
文
言
が
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
意
訳
す
れ
ば
、
林
明

神
の
夢
告
を
受
け
て
重
信
は
喜
び
、
参
籠
す
る
部
屋
へ
戻
り
参
究
し
、
居
合
の

玄
理
を
感
得
し
た
。
そ
の
妙
技
は
指
折
り
数
え
る
間
も
な
く
早
く
、
人
を
恐
れ

さ
せ
、
獅
子
の
一
吠
が
百
獣
の
脳
を
裂
き
、
鳳
凰
が
飛
来
し
て
聖
者
が
出
現
し

た
よ
う
だ
と
、『
證
道
歌
』
や
『
書
経
』
の
一
節
を
引
い
て
例
え
る
。
こ
の
文
意

は
、
居
合
の
術
技
が
武
威
を
生
じ
、
敵
を
戦
慄
さ
せ
る
と
理
解
さ
れ
る
41
。「
百

獣
脳
裂
」
に
対
し
て
は
、
三
尺
三
寸
の
刀
で
敵
を
制
す
る
様
を
「
坐
牙
腰
刀
」

と
形
容
し
、
獅
子
が
獣
を
咥
え
る
姿
に
準
え
る
42
。

　
こ
の
章
句
を
基
準
に
長
野
無
楽
斎
の
諸
系
統
を
比
較
す
る
と
、
説
話
の
基
本

構
成
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
宮
系
と
白
井
系
は
近
縁
で
あ
る
の
に
対
し

沼
沢
系
は
遠
縁
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
Ａ
型
の
讃
岐
高
松
系
の
伝
書
43
を
も
と
に
、
後
段
の
主
要
な
語
句
の

語
義
を
把
握
し
て
お
こ
う
。「
過
現
未
」
は
過
去
、
現
在
、
未
来
を
さ
し
、「
過
は

刀
鞘
に
納
め
、
現
在
は
刀
の
抜
き
た
る
事
、
未
来
は
右
抜
き
た
る
刀
に
て
勝
負

究
る
事
を
云
」
い
、抜
刀
前
か
ら
次
々
に
予
測
し
て
動
く
こ
と
の
大
事
を
説
く
。

過
去
現
在
未
来
の
含
意
を
「
三
心
」、
そ
の
重
要
性
を
「
三
宝
」
と
表
し
、
そ

の
こ
と
が
刃
長
三
尺
三
寸
で
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
。

　「
六
種
剣
」「
十
二
種
剣
」「
十
八
種
剣
」
は
、
禅
宗
の
座
禅
に
あ
た
り
、「
物
に

早
速
出
合
事
」「
利
を
考
へ
、
物
に
忽
ち
応
す
る
事
」
を
さ
す
。「
出
離
憂
苦
ゝ
海

中
」
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
に
お
い
て
生
じ
る
欲
望
を
離
れ
る
こ

と
を
い
い
、
居
合
を
修
行
し
て
悪
事
を
行
わ
ず
、
心
明
ら
か
で
あ
れ
ば
敵
に
遅
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れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
な
お
、
手
次
の
巻
文
末
の
「
珊
瑚
枝
撑
着
月
」
と

は
、
海
中
の
珊
瑚
が
月
光
を
受
け
て
速
や
か
に
輝
く
様
に
例
え
て
、
敵
の
挙
動

に
応
じ
て
変
化
し
て
勝
つ
居
合
の
要
諦
を
表
す
44
。

　
以
上
が
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
手
次
巻
に
お
け
る
基
礎
的
な
解
釈
で
あ
り
、
一

部
に
異
動
、
加
除
が
あ
る
も
の
の
、
上
記
で
例
示
し
た
以
外
の
語
句
に
つ
い
て

は
、
既
知
の
一
宮
系
や
白
井
系
の
伝
書
と
共
通
の
理
解
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に

手
次
巻
の
記
述
の
相
違
を
整
理
し
て
い
く
と
、
長
野
無
楽
斎
に
各
門
弟
が
入
門

し
、
相
伝
さ
れ
分
化
し
て
い
っ
た
時
期
を
推
測
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

第
三
節
　思
想
的
構
造
―
万
字
・
陰
陽
・
転
変
―

　
よ
り
枢
要
な
、流
儀
に
お
い
て
修
行
者
の
思
考
や
行
動
を
規
定
す
る
原
理
と
、

思
想
的
な
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
秋
田
藩
士
石
井
忠
許
の
教
説
を
弟
子

「
永
尊
」
が
ま
と
め
た
『
林
崎
流
居
合
秘
伝
聞
書
』
45
は
、
型
の
根
幹
的
な
構

造
と
稽
古
観
と
を
表
す
象
徴
と
し
て
、
万
字
（
卍
）
を
用
い
る
。
万
字
は
四
つ

の
直
角
と
八
方
向
の
線
「
四
曲
八
勢
」
で
表
さ
れ
、
卍
の
字
は
回
転
し
て
「
鍛

錬
よ
り
神
変
生
、
神
変
よ
り
奇
妙
」
が
生
じ
、
鍛
錬
の
永
続
的
な
サ
イ
ク
ル
に

よ
っ
て
自
己
の
技
を
極
め
る
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
る
。

　
万
字
の
構
成
と
、
居
合
の
技
や
型
と
の
関
連
性
を
説
明
す
る
の
が
「
十
字
大

事
」
で
あ
る
。
十
字
と
は
、
刀
と
刀
で
十
字
に
切
り
合
っ
た
形
、
す
な
わ
ち
勝

負
の
始
ま
り
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
戦
闘
前
の
、帯
刀
す
る
姿
を
「
陰
の
十
字
」

と
い
い
、
十
字
・
万
字
と
居
合
の
動
き
と
を
、
陰
陽
の
性
質
と
働
き
で
表
す
。

陽
は
竪
の
方
向
、
我
自
身
の
攻
撃
と
、
敵
を
待
ち
受
け
る
態
勢
を
示
す
。
陰
は
、

横
の
方
向
、
防
御
、
そ
し
て
敵
に
対
し
仕
掛
け
る
姿
勢
を
示
す
。

　
十
字
と
万
字
の
字
形
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
同
じ
で
、
分
解
す
れ
ば
「
丁
・
丁
」

と
な
る
。
十
字
お
よ
び
万
字
は
回
転
す
る
こ
と
で
円
相
と
な
り
、
刀
の
軌
跡
や

居
合
の
一
連
の
動
き
を
現
す
。
石
井
は
「
転
変
」
と
い
う
語
を
多
用
し
、
敵
の

行
動
や
状
況
に
応
じ
て
自
己
が
変
化
す
る
こ
と
を
勝
利
の
核
心
的
要
件
と
し
て

い
る
。
十
字
・
万
字
は
こ
の
「
転
変
」
を
象
徴
す
る
図
形
で
あ
る
46
。

　
翻
っ
て
秋
田
系
の
「
一
流
（
之
）
秘
伝
」
47
の
項
で
は
、「
無
意
之
一
刀
」
が

無
念
無
想
で
抜
刀
す
る
戦
闘
の
開
始
を
意
味
し
、
続
い
て
「
心
（
之
目
付
）」

が
敵
の
心
理
を
観
察
す
る
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
「
先
帰
位
」
が
斬
撃
後
す
ぐ

に
次
の
対
戦
に
備
え
る
と
い
う
、
終
結
と
再
開
を
表
す
。
こ
の
三
項
目
は
円
相

の
図
で
括
ら
れ
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
先
の
十
字
・
万
字
と
対
応
す
る
。
さ

ら
に
護
身
法
の
項
目
が
あ
り
、
修
験
道
で
用
い
ら
れ
る
九
字
や
手
印
の
図
を
載

せ
る
48
。
こ
れ
ら
が
持
つ
九
字
・
十
字
の
字
義
を
も
と
に
、
居
合
の
十
字
・
万

字
と
関
係
付
け
修
行
者
を
守
護
す
る
の
で
あ
る
。

　
基
層
に
は
、
陰
陽
を
基
礎
と
し
た
十
字
・
卍
の
説
明
が
あ
り
、
転
変
し
て
勝

つ
、
と
い
う
居
合
の
要
諦
を
理
論
化
し
て
い
る
。
そ
こ
に
密
教
の
護
身
法
が
付

加
さ
れ
、
宗
教
的
な
威
力
に
よ
っ
て
居
合
の
術
技
が
強
化
、
増
幅
さ
れ
る
。
万

字
と
陰
陽
を
基
礎
に
置
く
流
儀
の
理
論
は
、
会
津
藩
の
相
伝
者
た
ち
に
よ
り
彫

琢
さ
れ
て
い
く
。

第
四
節
　神
田
良
近
の
朱
子
学
的
再
解
釈

　
沼
沢
系
林
崎
流
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
り
、
会
津
藩
で
は
神
田
勝
重
の
孫
、
良

近
が
登
場
し
て
解
釈
の
刷
新
が
試
み
ら
れ
た
。

　
彼
は
著
書
『
居
合
傳
書
口
訣
凖
規
鈔
』
の
「
手
次
巻
」
の
項
に
お
い
て
、「
凡

此
巻
従
古
代
々
秘
ス
、
是
居
合
ノ
起
源
ヲ
記
ヲ
以
テ
也
、
雖
然
、
古
ハ
人
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固コ
シ
ツ
シ
テ質

而
無
学
、
多
ハ
文
ハ
釈
氏
ノ
手
ヲ
假
ル
、
是
ヲ
以
其
文
固イ

ヤ
シ
ク陋

、
且マ

タ

無
益

多
シ
、
故
ニ
其
ノ
要
而
己
ヲ
鈔
シ
テ
其
他
ハ
鈔
セ
ス
」
と
し
、「
世
間
タ
ゝ
古
伝

ノ
書
ト
云
ハ
、
一ヒ

タ
ス
ラ向

ニ
信
シ
テ
不
レ
分
二
是
非
一
ヲ
、
是
却
テ
道
ヲ
愚
ニ
ス
ル
也
、

夫
、
大
聖
亜
聖
ヨ
リ
以
下
唐
ノ
賢
者
大
儒
ト
雖
モ
過
無
キ
ニ
シ
モ
非
ス
、
況
ヤ

桑
門
或
ハ
小
藝
一
事
ニ
達
ス
ル
人
ヲ
ヤ
、
是
過
チ
多
カ
ラ
ン
、
故
ニ
道
ヲ
以
テ

伝
へ
、
過
ハ
過
ヲ
以
テ
傳
是
故
也
」
と
述
べ
る
49
。

　
良
近
は
、
万
象
の
根
本
的
な
理
解
の
前
提
に
朱
子
学
を
据
え
、
仏
教
や
居
合

な
ど
の
武
芸
は
事
象
の
一
端
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
た
と
え
流
祖
や
先
師
で
あ

ろ
う
と
、
流
儀
を
仏
教
、
特
に
禅
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
後

に
続
く
相
伝
者
は
、
朱
子
学
が
説
く
理
気
論
や
敬
、
未
発
・
已
発
等
の
概
念
に

基
づ
い
て
術
義
の
原
理
を
糺
し
、
技
芸
を
実
践
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。

　
こ
う
し
て
良
近
は
、
従
来
の
仏
教
的
な
解
説
を
峻
別
し
、
読
み
替
え
を
進
め

た
50
。
無
明
剣
か
ら
派
生
す
る
様
々
な
技
の
動
き
は
、
太
極
か
ら
陰
陽
が
生
じ

様
々
な
事
象
に
転
化
す
る
こ
と
に
準
え
た
。
初
重
、
二
重
切
、
三
重
切
な
ど
の

型
に
お
い
て
は
、
身
体
の
移
動
、
刀
の
動
き
、
敵
の
動
静
を
読
む
心
の
在
り
方

を
、
陰
陽
と
そ
の
強
弱
で
分
類
し
説
明
づ
け
て
い
る
51
。
帯
刀
状
態
か
ら
抜
刀

し
勝
負
を
決
す
る
と
い
う
過
程
は
、
讃
岐
高
松
系
の
手
次
巻
で
は
仏
説
の
「
過

去
現
在
未
来
」
で
表
し
た
が
、良
近
は
朱
子
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
未
発
」

と
「
已
発
」
で
表
現
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
根
幹
的
な
事
項
を
も
解
釈
の
変
更
を
躊
躇
し
な
い
。
例
え
ば
、
三
尺

三
寸
の
刀
と
九
寸
五
分
の
脇
差
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
白
井
系
で
は
、

三
尺
三
寸
は
三
毒
と
三
部
で
あ
る
と
さ
れ
、
密
教
的
な
精
神
集
中
と
重
ね
合
わ

せ
て
居
合
を
修
行
す
る
こ
と
で
、自
己
の
煩
悩
で
あ
る
三
毒
を
三
心
に
転
換
し
、

悟
り
に
至
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
ま
た
脇
指
九
寸
五
分
は
、
九
曜
星
と
五
鈷

鈴
を
表
し
、
転
じ
て
人
間
の
運
命
と
死
へ
の
覚
悟
を
表
す
52
。

　
対
し
て
良
近
は
、
脇
指
は
敵
が
抜
い
て
引
い
て
突
く
動
作
に
そ
れ
ぞ
れ
一
尺

三
寸
を
要
し
、
総
長
三
尺
九
寸
に
な
る
と
い
う
。
三
尺
三
寸
の
長
刀
は
六
寸
短

く
、
そ
の
分
早
く
敵
に
刀
が
届
く
ゆ
え
に
「
表
六
寸
」
に
し
て
勝
つ
。
六
寸
の

差
は
「
萬
治
の
象
の
八
八
六
十
四
の
大
数
」
に
起
因
す
る
と
し
、
八
卦
の
思
想

に
基
づ
き
、
抜
刀
に
必
要
な
距
離
に
よ
っ
て
合
理
的
に
極
意
の
仕
組
み
を
解
説

し
た
53
。

　
良
近
は
、
林
崎
甚
助
重
信
は
元
々
神
道
流
の
小
太
刀
剣
術
を
修
練
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
居
合
を
創
始
し
た
と
説
く
54
。
良
近
の
門
流
は
、
神
田
家
が
継
承

す
る
神
道
流
小
太
刀
と
、
沼
沢
系
林
崎
流
と
を
接
合
さ
せ
、
朱
子
学
的
な
教
義

を
両
流
派
の
同
根
の
原
理
と
し
て
、
一
体
的
に
稽
古
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
流
派
の
始
原
に
置
く
「
天
真
正
」
の
語
を
「
太
極
大
原
ニ
シ
テ
其
ノ

理
」
と
定
義
し
、
そ
の
神
を
「
林
ノ
明
神
」
と
し
て
い
る
。
良
近
は
「
林
ノ
明

神
」
を
、
特
定
の
場
所
に
由
来
し
な
い
「
林
崎
氏
の
祟
神
」、
す
な
わ
ち
林
崎

重
信
が
崇
敬
す
る
神
と
と
ら
え
た
。
良
近
の
門
流
に
あ
っ
て「
神
」の
語
は
、「
此

神
ノ
字
ヤ
深
重
ノ
義
ナ
リ
、
故
ニ
極
意
ノ
書
ノ
ミ
之
ヲ
書
ス
、
是
敢
テ
藝
に
セ

サ
ル
ノ
意
ニ
シ
テ
且
極
意
ノ
書
ノ
ミ
之
ヲ
書
ス
…
」
55
「
的
傳
ニ
ノ
ミ
ニ
許
シ

テ
其
他
ヘ
許
コ
ト
ナ
シ
」
56
と
し
、
道
統
の
正
統
性
の
象
徴
と
し
て
用
い
て
い

る
。
な
お
、
良
近
の
後
代
の
弟
子
・
清
水
義
為
は
、
良
近
か
ら
自
身
に
繋
が
る

伝
系
に
「
新
流
代
々
」
と
付
記
し
、
相
伝
内
容
が
良
近
以
前
と
は
異
な
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
57
。

　
朱
子
学
に
よ
る
武
術
の
再
解
釈
は
、
他
の
武
術
師
範
も
試
み
て
い
た
。
会
津

藩
家
老
の
友
松
氏
興
（
一
六
二
二
―
八
七
）
は
、
主
君
の
保
科
正
之
と
と
も
に
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朱
子
学
や
神
道
に
傾
倒
し
、
藩
の
宗
教
政
策
に
も
深
く
関
与
し
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
武
術
で
は
一
宮
流
居
合
を
修
め
た
。

　
一
宮
流
居
合
は
、
一
宮
左
大
夫
照
信
の
次
男
・
盛
信
を
祖
と
す
る
居
合
の
流

派
で
、
沼
沢
系
林
崎
流
と
も
起
源
を
同
じ
く
す
る
。『
会
津
日
新
館
志
』
は
、「
友

松
氏
興
学
盛
信
、
聞
本
旨
口
訣
、
及
盛
信
卒
、
大
恐
其
伝
絶
傳
、
廼
授
其
所
聞

於
盛
武
〔
筆
者
注
：
伊
賀
盛
武
〕
曰
、
自
今
而
後
或
従
学
子
者
、
宜
授
之
、
然

其
人
無
勇
無
守
、
縦
雖
長
技
勿
決
授
印
可
是
則
先
師
之
遺
戒
也
、
且
曰
、
後
来

学
者
、
弗
可
用
佛
語
、
彼
専
忍
辱
、
我
主
廉
耻
、
若
或
信
彼
語
、
猶
之
問
勇
怯

夫
、
問
耻
乞
食
餘
在
神
道
傳
」
と
伝
え
る
58
。
氏
興
は
後
継
者
に
、
仏
教
用
語

を
避
け
、
自
身
が
信
奉
す
る
朱
子
学
と
神
道
に
よ
り
、
居
合
の
術
義
を
説
く
こ

と
を
推
奨
し
た
。
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
に
は
、
氏
興
が
弟
子
の
赤
羽
俊
親

へ
一
宮
流
の
許
状
を
撰
す
る
に
あ
た
り
、
山
崎
敬
義
へ
點
竄
を
請
う
た
と
い

う
59
。

　
会
津
藩
の
武
術
界
で
は
、
林
崎
流
に
止
ま
ら
ず
、
術
義
を
よ
り
正
確
に
理
解

し
て
実
践
す
る
た
め
に
、
闇
斎
学
を
背
景
と
し
た
朱
子
学
的
、
か
つ
神
道
的
理

解
を
重
ん
じ
た
再
解
釈
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
禅
学
や

密
教
の
影
響
を
受
け
た
伝
統
的
解
釈
を
脱
し
、
藩
の
政
策
と
文
化
的
風
潮
に
沿

う
解
釈
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
受
容
が
図
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
確
認
、
考
察
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
い
。
ま
ず
、
相
伝
者
の

動
向
を
追
跡
す
る
と
、沼
沢
長
政
が
長
野
無
楽
斎
か
ら
居
合
を
学
ん
だ
時
期
は
、

彼
の
年
齢
や
境
遇
か
ら
、
奥
州
仕
置
以
後
で
あ
る
と
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
地
域
の
例
と
し
て
は
、
上
野
国
内
の
松
代
真
田
家
臣
中
に
お
い
て
、

寛
永
期
に
無
楽
斎
の
直
弟
子
が
伝
書
を
発
給
し
て
お
り
、
遡
っ
て
同
国
で
無
楽

斎
が
居
合
を
教
授
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
60
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
長

野
無
楽
斎
の
活
動
地
域
が
関
東
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
相
伝
者
の
系
譜
と
伝
播
の
過
程
に
つ
い
て
は
、本
稿
で
追
跡
し
た
芦
澤
家
や
、

一
宮
系
に
お
け
る
一
宮
照
信
や
谷
小
左
衛
門
な
ど
、
付
人
、
御
分
人
な
ど
と
い

わ
れ
る
与
力
派
遣
の
制
度
に
影
響
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、

一
七
世
紀
に
起
き
た
長
大
で
反
り
の
浅
い
刀
の
流
行
も
、
本
流
派
が
各
地
で
支

持
を
得
た
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
拡
大
は
、
親
藩
・
譜
代
大
名
の
家
臣
団

を
起
点
と
し
て
お
り
、
徳
川
政
権
の
勢
力
圏
伸
長
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
本

来
な
ら
関
東
に
限
定
さ
れ
て
い
た
技
術
文
化
が
、
近
世
に
お
い
て
政
治
権
力
の

拡
大
に
よ
り
域
外
へ
伝
播
し
て
い
っ
た
例
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
各
藩
の
家
臣
団
同
士
の
相
伝
関
係
を
確
認
す
る
際
に
は
、
家
系
譜

の
矛
盾
や
、
仕
官
の
経
緯
を
示
す
史
料
が
不
足
し
、
推
測
に
止
ま
る
と
こ
ろ
も

多
く
、
事
実
関
係
の
精
査
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
次
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
術
技
や
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、「
手
次
の
巻
」

の
テ
キ
ス
ト
構
成
に
着
目
し
比
較
す
る
と
、
そ
の
使
用
す
る
語
句
や
表
現
内
容

に
差
が
あ
る
場
合
が
み
ら
れ
た
。
方
法
論
と
し
て
は
、
林
崎
流
全
体
に
敷
衍
し

て
手
次
巻
を
は
じ
め
と
し
た
箇
所
の
テ
キ
ス
ト
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
流
儀
草

創
期
か
ら
門
流
の
分
派
し
た
時
期
や
、
形
成
段
階
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
う

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
技
の
体
系
は
、
無
明
剣
を
基
礎
に
初
重
、
二
重
切
、
三
重
切
、
五
箇
秘
伝
等

の
項
を
編
成
し
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。一
連
の
型
の
動
き
や
敵
と
の
関
係
性
、

心
の
あ
り
様
は
、
万
字
や
円
相
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
、
敵
の
仕
掛
け
に
応
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固コ
シ
ツ
シ
テ質

而
無
学
、
多
ハ
文
ハ
釈
氏
ノ
手
ヲ
假
ル
、
是
ヲ
以
其
文
固イ

ヤ
シ
ク陋

、
且マ

タ

無
益

多
シ
、
故
ニ
其
ノ
要
而
己
ヲ
鈔
シ
テ
其
他
ハ
鈔
セ
ス
」
と
し
、「
世
間
タ
ゝ
古
伝

ノ
書
ト
云
ハ
、
一ヒ

タ
ス
ラ向

ニ
信
シ
テ
不
レ
分
二
是
非
一
ヲ
、
是
却
テ
道
ヲ
愚
ニ
ス
ル
也
、

夫
、
大
聖
亜
聖
ヨ
リ
以
下
唐
ノ
賢
者
大
儒
ト
雖
モ
過
無
キ
ニ
シ
モ
非
ス
、
況
ヤ

桑
門
或
ハ
小
藝
一
事
ニ
達
ス
ル
人
ヲ
ヤ
、
是
過
チ
多
カ
ラ
ン
、
故
ニ
道
ヲ
以
テ

伝
へ
、
過
ハ
過
ヲ
以
テ
傳
是
故
也
」
と
述
べ
る
49
。

　
良
近
は
、
万
象
の
根
本
的
な
理
解
の
前
提
に
朱
子
学
を
据
え
、
仏
教
や
居
合

な
ど
の
武
芸
は
事
象
の
一
端
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
た
と
え
流
祖
や
先
師
で
あ

ろ
う
と
、
流
儀
を
仏
教
、
特
に
禅
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
後

に
続
く
相
伝
者
は
、
朱
子
学
が
説
く
理
気
論
や
敬
、
未
発
・
已
発
等
の
概
念
に

基
づ
い
て
術
義
の
原
理
を
糺
し
、
技
芸
を
実
践
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。

　
こ
う
し
て
良
近
は
、
従
来
の
仏
教
的
な
解
説
を
峻
別
し
、
読
み
替
え
を
進
め

た
50
。
無
明
剣
か
ら
派
生
す
る
様
々
な
技
の
動
き
は
、
太
極
か
ら
陰
陽
が
生
じ

様
々
な
事
象
に
転
化
す
る
こ
と
に
準
え
た
。
初
重
、
二
重
切
、
三
重
切
な
ど
の

型
に
お
い
て
は
、
身
体
の
移
動
、
刀
の
動
き
、
敵
の
動
静
を
読
む
心
の
在
り
方

を
、
陰
陽
と
そ
の
強
弱
で
分
類
し
説
明
づ
け
て
い
る
51
。
帯
刀
状
態
か
ら
抜
刀

し
勝
負
を
決
す
る
と
い
う
過
程
は
、
讃
岐
高
松
系
の
手
次
巻
で
は
仏
説
の
「
過

去
現
在
未
来
」
で
表
し
た
が
、良
近
は
朱
子
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
未
発
」

と
「
已
発
」
で
表
現
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
根
幹
的
な
事
項
を
も
解
釈
の
変
更
を
躊
躇
し
な
い
。
例
え
ば
、
三
尺

三
寸
の
刀
と
九
寸
五
分
の
脇
差
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
白
井
系
で
は
、

三
尺
三
寸
は
三
毒
と
三
部
で
あ
る
と
さ
れ
、
密
教
的
な
精
神
集
中
と
重
ね
合
わ

せ
て
居
合
を
修
行
す
る
こ
と
で
、自
己
の
煩
悩
で
あ
る
三
毒
を
三
心
に
転
換
し
、

悟
り
に
至
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
ま
た
脇
指
九
寸
五
分
は
、
九
曜
星
と
五
鈷

鈴
を
表
し
、
転
じ
て
人
間
の
運
命
と
死
へ
の
覚
悟
を
表
す
52
。

　
対
し
て
良
近
は
、
脇
指
は
敵
が
抜
い
て
引
い
て
突
く
動
作
に
そ
れ
ぞ
れ
一
尺

三
寸
を
要
し
、
総
長
三
尺
九
寸
に
な
る
と
い
う
。
三
尺
三
寸
の
長
刀
は
六
寸
短

く
、
そ
の
分
早
く
敵
に
刀
が
届
く
ゆ
え
に
「
表
六
寸
」
に
し
て
勝
つ
。
六
寸
の

差
は
「
萬
治
の
象
の
八
八
六
十
四
の
大
数
」
に
起
因
す
る
と
し
、
八
卦
の
思
想

に
基
づ
き
、
抜
刀
に
必
要
な
距
離
に
よ
っ
て
合
理
的
に
極
意
の
仕
組
み
を
解
説

し
た
53
。

　
良
近
は
、
林
崎
甚
助
重
信
は
元
々
神
道
流
の
小
太
刀
剣
術
を
修
練
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
居
合
を
創
始
し
た
と
説
く
54
。
良
近
の
門
流
は
、
神
田
家
が
継
承

す
る
神
道
流
小
太
刀
と
、
沼
沢
系
林
崎
流
と
を
接
合
さ
せ
、
朱
子
学
的
な
教
義

を
両
流
派
の
同
根
の
原
理
と
し
て
、
一
体
的
に
稽
古
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
流
派
の
始
原
に
置
く
「
天
真
正
」
の
語
を
「
太
極
大
原
ニ
シ
テ
其
ノ

理
」
と
定
義
し
、
そ
の
神
を
「
林
ノ
明
神
」
と
し
て
い
る
。
良
近
は
「
林
ノ
明

神
」
を
、
特
定
の
場
所
に
由
来
し
な
い
「
林
崎
氏
の
祟
神
」、
す
な
わ
ち
林
崎

重
信
が
崇
敬
す
る
神
と
と
ら
え
た
。
良
近
の
門
流
に
あ
っ
て「
神
」の
語
は
、「
此

神
ノ
字
ヤ
深
重
ノ
義
ナ
リ
、
故
ニ
極
意
ノ
書
ノ
ミ
之
ヲ
書
ス
、
是
敢
テ
藝
に
セ

サ
ル
ノ
意
ニ
シ
テ
且
極
意
ノ
書
ノ
ミ
之
ヲ
書
ス
…
」
55
「
的
傳
ニ
ノ
ミ
ニ
許
シ

テ
其
他
ヘ
許
コ
ト
ナ
シ
」
56
と
し
、
道
統
の
正
統
性
の
象
徴
と
し
て
用
い
て
い

る
。
な
お
、
良
近
の
後
代
の
弟
子
・
清
水
義
為
は
、
良
近
か
ら
自
身
に
繋
が
る

伝
系
に
「
新
流
代
々
」
と
付
記
し
、
相
伝
内
容
が
良
近
以
前
と
は
異
な
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
57
。

　
朱
子
学
に
よ
る
武
術
の
再
解
釈
は
、
他
の
武
術
師
範
も
試
み
て
い
た
。
会
津

藩
家
老
の
友
松
氏
興
（
一
六
二
二
―
八
七
）
は
、
主
君
の
保
科
正
之
と
と
も
に
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朱
子
学
や
神
道
に
傾
倒
し
、
藩
の
宗
教
政
策
に
も
深
く
関
与
し
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
武
術
で
は
一
宮
流
居
合
を
修
め
た
。

　
一
宮
流
居
合
は
、
一
宮
左
大
夫
照
信
の
次
男
・
盛
信
を
祖
と
す
る
居
合
の
流

派
で
、
沼
沢
系
林
崎
流
と
も
起
源
を
同
じ
く
す
る
。『
会
津
日
新
館
志
』
は
、「
友

松
氏
興
学
盛
信
、
聞
本
旨
口
訣
、
及
盛
信
卒
、
大
恐
其
伝
絶
傳
、
廼
授
其
所
聞

於
盛
武
〔
筆
者
注
：
伊
賀
盛
武
〕
曰
、
自
今
而
後
或
従
学
子
者
、
宜
授
之
、
然

其
人
無
勇
無
守
、
縦
雖
長
技
勿
決
授
印
可
是
則
先
師
之
遺
戒
也
、
且
曰
、
後
来

学
者
、
弗
可
用
佛
語
、
彼
専
忍
辱
、
我
主
廉
耻
、
若
或
信
彼
語
、
猶
之
問
勇
怯

夫
、
問
耻
乞
食
餘
在
神
道
傳
」
と
伝
え
る
58
。
氏
興
は
後
継
者
に
、
仏
教
用
語

を
避
け
、
自
身
が
信
奉
す
る
朱
子
学
と
神
道
に
よ
り
、
居
合
の
術
義
を
説
く
こ

と
を
推
奨
し
た
。
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
に
は
、
氏
興
が
弟
子
の
赤
羽
俊
親

へ
一
宮
流
の
許
状
を
撰
す
る
に
あ
た
り
、
山
崎
敬
義
へ
點
竄
を
請
う
た
と
い

う
59
。

　
会
津
藩
の
武
術
界
で
は
、
林
崎
流
に
止
ま
ら
ず
、
術
義
を
よ
り
正
確
に
理
解

し
て
実
践
す
る
た
め
に
、
闇
斎
学
を
背
景
と
し
た
朱
子
学
的
、
か
つ
神
道
的
理

解
を
重
ん
じ
た
再
解
釈
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
禅
学
や

密
教
の
影
響
を
受
け
た
伝
統
的
解
釈
を
脱
し
、
藩
の
政
策
と
文
化
的
風
潮
に
沿

う
解
釈
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
受
容
が
図
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
確
認
、
考
察
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
い
。
ま
ず
、
相
伝
者
の

動
向
を
追
跡
す
る
と
、沼
沢
長
政
が
長
野
無
楽
斎
か
ら
居
合
を
学
ん
だ
時
期
は
、

彼
の
年
齢
や
境
遇
か
ら
、
奥
州
仕
置
以
後
で
あ
る
と
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
地
域
の
例
と
し
て
は
、
上
野
国
内
の
松
代
真
田
家
臣
中
に
お
い
て
、

寛
永
期
に
無
楽
斎
の
直
弟
子
が
伝
書
を
発
給
し
て
お
り
、
遡
っ
て
同
国
で
無
楽

斎
が
居
合
を
教
授
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
60
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
長

野
無
楽
斎
の
活
動
地
域
が
関
東
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
相
伝
者
の
系
譜
と
伝
播
の
過
程
に
つ
い
て
は
、本
稿
で
追
跡
し
た
芦
澤
家
や
、

一
宮
系
に
お
け
る
一
宮
照
信
や
谷
小
左
衛
門
な
ど
、
付
人
、
御
分
人
な
ど
と
い

わ
れ
る
与
力
派
遣
の
制
度
に
影
響
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、

一
七
世
紀
に
起
き
た
長
大
で
反
り
の
浅
い
刀
の
流
行
も
、
本
流
派
が
各
地
で
支

持
を
得
た
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
拡
大
は
、
親
藩
・
譜
代
大
名
の
家
臣
団

を
起
点
と
し
て
お
り
、
徳
川
政
権
の
勢
力
圏
伸
長
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
本

来
な
ら
関
東
に
限
定
さ
れ
て
い
た
技
術
文
化
が
、
近
世
に
お
い
て
政
治
権
力
の

拡
大
に
よ
り
域
外
へ
伝
播
し
て
い
っ
た
例
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
各
藩
の
家
臣
団
同
士
の
相
伝
関
係
を
確
認
す
る
際
に
は
、
家
系
譜

の
矛
盾
や
、
仕
官
の
経
緯
を
示
す
史
料
が
不
足
し
、
推
測
に
止
ま
る
と
こ
ろ
も

多
く
、
事
実
関
係
の
精
査
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
次
に
、
沼
沢
系
林
崎
流
の
術
技
や
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、「
手
次
の
巻
」

の
テ
キ
ス
ト
構
成
に
着
目
し
比
較
す
る
と
、
そ
の
使
用
す
る
語
句
や
表
現
内
容

に
差
が
あ
る
場
合
が
み
ら
れ
た
。
方
法
論
と
し
て
は
、
林
崎
流
全
体
に
敷
衍
し

て
手
次
巻
を
は
じ
め
と
し
た
箇
所
の
テ
キ
ス
ト
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
流
儀
草

創
期
か
ら
門
流
の
分
派
し
た
時
期
や
、
形
成
段
階
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
う

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
技
の
体
系
は
、
無
明
剣
を
基
礎
に
初
重
、
二
重
切
、
三
重
切
、
五
箇
秘
伝
等

の
項
を
編
成
し
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。一
連
の
型
の
動
き
や
敵
と
の
関
係
性
、

心
の
あ
り
様
は
、
万
字
や
円
相
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
、
敵
の
仕
掛
け
に
応
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じ
変
じ
て
勝
つ
と
い
う
観
念
が
根
底
に
あ
っ
た
。

　
会
津
藩
で
は
、沼
沢
系
成
立
期
の
相
伝
者
が
所
属
し
た
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、

朱
子
学
の
学
説
を
重
視
し
他
地
域
と
は
異
な
る
発
展
を
遂
げ
た
た
め
、
沼
沢
系

成
立
当
初
の
様
相
を
把
握
し
づ
ら
く
し
て
い
る
。
む
し
ろ
分
岐
し
た
秋
田
系
や

讃
岐
高
松
系
の
方
が
、
本
来
の
構
造
を
比
較
的
保
全
し
た
ま
ま
継
承
さ
れ
て
き

た
と
推
測
さ
れ
、当
初
の
形
態
を
知
る
う
え
で
有
用
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る
。

な
お
、
秋
田
系
か
ら
派
生
し
た
仙
台
系
は
、「
手
次
の
巻
」
の
語
義
に
準
え
る
形

で
技
を
追
加
、
整
理
し
て
お
り
、
技
術
と
伝
書
の
内
容
を
よ
り
強
く
関
連
づ
け

る
意
図
が
見
ら
れ
た
。
骨
格
的
な
理
論
と
観
念
を
持
つ
一
方
で
、
地
域
や
派
生

し
た
先
で
項
目
の
異
動
、
あ
る
い
は
追
加
が
行
わ
れ
、
時
を
経
る
ご
と
に
相
対

的
に
複
雑
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
沼
沢
系
林
崎
流
は
、
十
字
・
万
字
な
ど
流
儀
の
根
幹
的
な
部
分
も
含
め
、
流

儀
の
伝
統
的
解
釈
が
墨
守
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
藩
の
政
治
思
想
や
文
化
的

風
潮
に
沿
う
も
の
へ
と
必
要
に
応
じ
て
変
化
、
順
応
し
た
。

　
居
合
が
時
代
の
画
期
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
技
術
・
思
想
両
面
に
お
け
る
柔

軟
性
、
そ
し
て
普
及
の
核
と
な
る
相
伝
者
が
政
治
権
力
の
伸
長
と
共
に
各
地
に

異
動
し
て
広
め
た
と
い
う
事
実
に
こ
そ
、
そ
の
要
因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註１
　
和
田
哲
也
「
伝
書
に
み
る
居
合
と
剣
術
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
武
道
学
研
究
』

一
九
―
一
、一
九
八
六
年
、
一
〇
―
一
六
頁
）。

２
　
和
田
哲
也
「
居
合
の
成
立
と
技
法
的
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」（『
武
道
学
研
究
』

一
四
―
一
、一
九
八
一
年
、
二
七
―
三
五
頁
）。

３
　
前
註
一
和
田
論
文
。
こ
こ
で
い
う
「
未
発
」「
已
発
」
の
語
は
、
単
に
抜
刀
し
た

か
否
か
を
指
す
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
語
義
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

４
　
尾
脇
秀
和
『
刀
の
明
治
維
新

　「
帯
刀
」
は
武
士
の
特
権
か
？
』（
歴
史
文
化
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
四
七
二
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

５
　「
志
塵
通

　
上
」（『
大
泉
叢
書
』
巻
百
十
二
、
致
道
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
、

二
一
八
頁
）。

６
　「Echo

返
照
」https://plaza.rakuten.co.jp/ketsuago/

、「2015

―9

―19 

全
国

古
流
武
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
５
【
４
】
研
究
発
表
そ
の
３
「
紀
州
田
宮
流
か
ら

窪
田
派
田
宮
流
へ
の
変
遷
と
比
較
」https://w

w
w

.youtube.com
/

w
atch?v=ijjbx2hLEts

。
い
ず
れ
も
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
閲
覧
。

７
　「
最
古
の
絵
伝
書
に
見
る
原
初
の
居
合
の
様
相
」（
武
士
魂in

弘
前
、2019

―9

―14 

発
表
３
） https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=FeBltT
E2m

G4&
t=5s

（
二

〇
二
二
年
一
月
一
三
日
閲
覧
）。

８
　
太
田
尚
充
『
弘
前
藩
の
武
芸
伝
書
を
読
む
―
林
崎
新
夢
想
流
居
合
・
宝
蔵
院
流

十
文
字
鑓
―
』（
水
星
舎
、
二
〇
一
〇
年
）。Steven T

renson
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、
二
〇
一
五
年
）。
田
中
大
輔
「
林
崎
居
合
神
社
参
詣

諸
藩
士
の
祈
願
」（『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
第
一
七
号
、
山
形

大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
研
究
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

９
　
林
崎
甚
助
源
重
信
公
資
料
研
究
委
員
会
編
、
村
山
市
発
行
、
一
九
九
一
年
。

10
　
間
島
勲
「
会
津
藩
に
お
け
る
無
楽
流
居
合
術
の
伝
承
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』

第
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
野
本
禎
「
会
津
藩
の
居
合
術

　
無
楽
流
」（
会
津
史
学

会
編
『
歴
史
春
秋
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）。

11
　
会
津
史
料
大
系
『
会
津
日
新
館
志

　
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
八

頁
。

12
　『
金
山
町
史
』
上
巻
（
金
山
町
、
一
九
七
四
年
）、『
金
山
町
史
』
下
巻
（
金
山
町
、
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一
九
七
六
年
）。

13
　『
金
山
町
史
』
下
巻
、
二
〇
頁
、
沼
沢
家
文
書
。

14
　
菊
池
研
介
編
『
会
津
資
料
叢
書
』
第
六
巻
（
会
津
資
料
保
存
会
、
一
九
一
九
年
）

所
収
、「
沼
澤
實
通
傳
」
四
三
―
四
四
頁
。「
重
通
傳
」
四
四
―
四
五
頁
。

15
　「
家
世
実
紀
巻
之
二
」「
家
世
実
紀
巻
之
三
」
寛
永
二
〇
年
三
月
一
三
日
条
（
豊
田

武
編
『
会
津
藩

　
家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、

六
四
・
一
一
八
頁
）。

16
　「
日
新
館
志
巻
之
二
十
七
」（『
会
津
日
新
館
志

　
五
』、
四
八
頁
）。

17
　『
山
形
市
史
資
料
』
第
五
一
号
、
猪
苗
代
町
・
岡
部
孝
助
氏
文
書
。

18
　「
芦
澤
三
平
系
譜
」（
会
津
若
松
市
立
会
津
図
書
館
郷
土
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
諸

士
系
譜
』、
文
政
六
〈
一
八
二
三
〉
年
）。

19
　『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅱ
（
茨
城
県
、
一
九
七
四
年
）
一
三
六
―
一
三
七
頁
。

久
右
衛
門
の
讃
岐
転
封
の
記
述
か
ら
寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
四
月
九
日
作
成

と
さ
れ
る
。

20
　
占
部
日
出
明
『
高
松
藩
士
録
―
藩
士
か
ら
牢
人
ま
で
―
』（
占
部
日
出
明
校
訂
・

出
版
、二
〇
一
一
年
）。
井
下
香
泉
『
讃
岐
松
平
藩
士
由
緒
録
』（
高
松
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
二
年
）、
九
頁
。

21
　「
家
世
実
紀
巻
之
二
」
寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
八
月
二
九
日
条
（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
六
四
頁
）。

22
　
田
代
重
雄
編
『
会
津
藩

　
家
世
実
紀

　
人
名
索
引
』
上
巻
（
歴
史
春
秋
出
版
、

一
九
九
五
年
）
一
六
頁
。

23
　
角
館
に
お
い
て
は
林
、
小
野
田
、
陶
〈「
居
合
印
可
巻
」（
前
註
九
、
陶
正
道
家
文

書
、
九
五
―
九
七
頁
）〉、
横
手
に
お
い
て
は
吉
成
、
石
井
、
吉
沢
〈
秋
田
県
立
公

文
書
館
所
蔵
紙
焼
本A

288.2_590_1

『
諸
士
系
図

　
伊
ノ
上
』（
石
井
）、
同

A
288.2_578

～580

「
系
図 
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吉
成
」、
同
館
蔵
吉
沢
家
文
書
、
吉
沢
四
八
八
―

二
「
居
合
目
録
」、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
。
同
文
書
吉
沢
七
〇
五
「
居
合
印

可
巻
」、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
〉、
湯
沢
に
お
い
て
は
齋
藤
、
近
藤
（
秋
田

県
立
公
文
書
館
蔵
紙
焼
本A

288.2_254

～257

『
系
図 

45 

金
・
根
田
・
近
藤
』

う
ち
近
藤
氏
系
図
）
な
ど
の
諸
士
が
沼
沢
系
の
林
崎
流
相
伝
者
と
し
て
活
動
し
て

い
た
。

24
　
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
三
宅
家
文
書
五
四
三
三
「
新
当
流
居
合
書
」、
三
宅

一
〇
〇
五
六
「
新
當
流
居
合
傳
書
」（
以
下
、
同
文
書
史
料
番
号
を
「
三
宅
＋
番
号
」

と
略
す
）。

25
　
大
槻
文
彦
『
伊
達
騒
動
実
録
』
下
巻
坤
ノ
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
〇
年
）、『
一

関
市
史
』
第
一
巻
通
史
（
一
関
市
、
一
九
七
八
年
）。

26
　
占
部
日
出
明
『
高
松
藩
士
録
―
藩
士
か
ら
牢
人
ま
で
―
』、
一
〇
頁
。

27
　『
香
川
県
史
』
第
三
巻
通
史
編
近
世
Ⅰ
（
香
川
県
、
一
九
八
九
年
）。

28
　「
家
世
実
紀
巻
之
十
二
」
承
応
元
年
正
月
九
日
条
、
同
年
五
月
二
一
日
条
（『
会

津
藩
家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
三
九
三
―
三
九
五
頁
、
四
〇
五
―
四
二
三
頁
）

29
　『
香
川
県
史
』
第
一
五
巻
資
料
編
芸
文
（
香
川
県
、
一
九
八
五
年
）。『
高
松
市
史
』

（
高
松
市
役
所
、
一
九
三
三
年
）。

30
　「
無
」
は
刀
が
鞘
に
納
ま
り
形
の
見
え
ぬ
状
態
、「
明
」
は
横
一
文
字
に
抜
き
出
し

た
様
（
三
宅
五
四
三
三
「
新
当
流
居
合
書
」
の
う
ち
「
初
重
之
抜
」）。

31
　
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
琴
堂
文
庫
七
九
―
七
「
許
・
太
刀
格
・
太
刀
目
録
・
問
答

之
巻
・
手
次
巻
・
指
南
歌
・
神
道
流
太
刀
格
・
新
夢
想
流
・
新
道
流
合
巻
」（
以
下
、

同
文
庫
史
料
番
号
を
「
琴
堂
＋
番
号
」
と
略
す
、
史
料
名
は
後
註
五
〇
を
参
照
）。

正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、神
田
良
近
著
。
元
治
元
・
二
（
一
八
六
四
／
六
五
）
年
、

清
水
義
為
筆
写
。「
太
刀
格
」
中
の
「
二
重
切
」
は
「
右
是
七
刀
所
以
初
重
抜
加
修

行
此
後
勝
之
講
矣
」、「
三
重
切
」
は
「
右
七
刀
二
重

ニ
又
加
二
ヘ

修
行
一
所
三
以
専

ラ
教

二
後

ノ
勝
一
也
」
と
い
う
。

32
　
致
道
博
物
館
所
蔵
酒
井
家
文
書
№
五
六
二
「
田
宮
流
居
合
術
免
状
」（
万
治
二

〈
一
六
五
九
〉
年
）
な
ど
。

33
　
小
田
原
市
立
図
書
館
藤
田
西
湖
文
庫
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
「
林
崎
流
居
合

秘
伝
聞
書
」、
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
年
頃
作
成
（
以
下
、
同
文
庫
史
料
番
号

を
「
西
湖
＋
番
号
」
と
略
す
）。

34
　
琴
堂
七
九
―
八
。
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、
神
田
良
近
（
持
敬
斉
）
原
著
、
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じ
変
じ
て
勝
つ
と
い
う
観
念
が
根
底
に
あ
っ
た
。

　
会
津
藩
で
は
、沼
沢
系
成
立
期
の
相
伝
者
が
所
属
し
た
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、

朱
子
学
の
学
説
を
重
視
し
他
地
域
と
は
異
な
る
発
展
を
遂
げ
た
た
め
、
沼
沢
系

成
立
当
初
の
様
相
を
把
握
し
づ
ら
く
し
て
い
る
。
む
し
ろ
分
岐
し
た
秋
田
系
や

讃
岐
高
松
系
の
方
が
、
本
来
の
構
造
を
比
較
的
保
全
し
た
ま
ま
継
承
さ
れ
て
き

た
と
推
測
さ
れ
、当
初
の
形
態
を
知
る
う
え
で
有
用
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る
。

な
お
、
秋
田
系
か
ら
派
生
し
た
仙
台
系
は
、「
手
次
の
巻
」
の
語
義
に
準
え
る
形

で
技
を
追
加
、
整
理
し
て
お
り
、
技
術
と
伝
書
の
内
容
を
よ
り
強
く
関
連
づ
け

る
意
図
が
見
ら
れ
た
。
骨
格
的
な
理
論
と
観
念
を
持
つ
一
方
で
、
地
域
や
派
生

し
た
先
で
項
目
の
異
動
、
あ
る
い
は
追
加
が
行
わ
れ
、
時
を
経
る
ご
と
に
相
対

的
に
複
雑
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
沼
沢
系
林
崎
流
は
、
十
字
・
万
字
な
ど
流
儀
の
根
幹
的
な
部
分
も
含
め
、
流

儀
の
伝
統
的
解
釈
が
墨
守
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
藩
の
政
治
思
想
や
文
化
的

風
潮
に
沿
う
も
の
へ
と
必
要
に
応
じ
て
変
化
、
順
応
し
た
。

　
居
合
が
時
代
の
画
期
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
技
術
・
思
想
両
面
に
お
け
る
柔

軟
性
、
そ
し
て
普
及
の
核
と
な
る
相
伝
者
が
政
治
権
力
の
伸
長
と
共
に
各
地
に

異
動
し
て
広
め
た
と
い
う
事
実
に
こ
そ
、
そ
の
要
因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註１
　
和
田
哲
也
「
伝
書
に
み
る
居
合
と
剣
術
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
武
道
学
研
究
』

一
九
―
一
、一
九
八
六
年
、
一
〇
―
一
六
頁
）。

２
　
和
田
哲
也
「
居
合
の
成
立
と
技
法
的
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」（『
武
道
学
研
究
』

一
四
―
一
、一
九
八
一
年
、
二
七
―
三
五
頁
）。

３
　
前
註
一
和
田
論
文
。
こ
こ
で
い
う
「
未
発
」「
已
発
」
の
語
は
、
単
に
抜
刀
し
た

か
否
か
を
指
す
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
語
義
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

４
　
尾
脇
秀
和
『
刀
の
明
治
維
新

　「
帯
刀
」
は
武
士
の
特
権
か
？
』（
歴
史
文
化
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
四
七
二
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

５
　「
志
塵
通

　
上
」（『
大
泉
叢
書
』
巻
百
十
二
、
致
道
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
、

二
一
八
頁
）。

６
　「Echo

返
照
」https://plaza.rakuten.co.jp/ketsuago/

、「2015

―9

―19 

全
国

古
流
武
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
５
【
４
】
研
究
発
表
そ
の
３
「
紀
州
田
宮
流
か
ら

窪
田
派
田
宮
流
へ
の
変
遷
と
比
較
」https://w

w
w

.youtube.com
/

w
atch?v=ijjbx2hLEts

。
い
ず
れ
も
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
閲
覧
。

７
　「
最
古
の
絵
伝
書
に
見
る
原
初
の
居
合
の
様
相
」（
武
士
魂in

弘
前
、2019

―9

―14 

発
表
３
） https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=FeBltT
E2m

G4&
t=5s

（
二

〇
二
二
年
一
月
一
三
日
閲
覧
）。

８
　
太
田
尚
充
『
弘
前
藩
の
武
芸
伝
書
を
読
む
―
林
崎
新
夢
想
流
居
合
・
宝
蔵
院
流

十
文
字
鑓
―
』（
水
星
舎
、
二
〇
一
〇
年
）。Steven T

renson

“CU
T
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IN
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SE
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T
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E

R
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U
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A
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SSO
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T
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N
 FO

R 
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N
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U

D
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、
二
〇
一
五
年
）。
田
中
大
輔
「
林
崎
居
合
神
社
参
詣

諸
藩
士
の
祈
願
」（『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
第
一
七
号
、
山
形

大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
研
究
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

９
　
林
崎
甚
助
源
重
信
公
資
料
研
究
委
員
会
編
、
村
山
市
発
行
、
一
九
九
一
年
。

10
　
間
島
勲
「
会
津
藩
に
お
け
る
無
楽
流
居
合
術
の
伝
承
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』

第
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
野
本
禎
「
会
津
藩
の
居
合
術

　
無
楽
流
」（
会
津
史
学

会
編
『
歴
史
春
秋
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）。

11
　
会
津
史
料
大
系
『
会
津
日
新
館
志

　
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
八

頁
。

12
　『
金
山
町
史
』
上
巻
（
金
山
町
、
一
九
七
四
年
）、『
金
山
町
史
』
下
巻
（
金
山
町
、
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一
九
七
六
年
）。

13
　『
金
山
町
史
』
下
巻
、
二
〇
頁
、
沼
沢
家
文
書
。

14
　
菊
池
研
介
編
『
会
津
資
料
叢
書
』
第
六
巻
（
会
津
資
料
保
存
会
、
一
九
一
九
年
）

所
収
、「
沼
澤
實
通
傳
」
四
三
―
四
四
頁
。「
重
通
傳
」
四
四
―
四
五
頁
。

15
　「
家
世
実
紀
巻
之
二
」「
家
世
実
紀
巻
之
三
」
寛
永
二
〇
年
三
月
一
三
日
条
（
豊
田

武
編
『
会
津
藩

　
家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、

六
四
・
一
一
八
頁
）。

16
　「
日
新
館
志
巻
之
二
十
七
」（『
会
津
日
新
館
志

　
五
』、
四
八
頁
）。

17
　『
山
形
市
史
資
料
』
第
五
一
号
、
猪
苗
代
町
・
岡
部
孝
助
氏
文
書
。

18
　「
芦
澤
三
平
系
譜
」（
会
津
若
松
市
立
会
津
図
書
館
郷
土
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
諸

士
系
譜
』、
文
政
六
〈
一
八
二
三
〉
年
）。

19
　『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅱ
（
茨
城
県
、
一
九
七
四
年
）
一
三
六
―
一
三
七
頁
。

久
右
衛
門
の
讃
岐
転
封
の
記
述
か
ら
寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
四
月
九
日
作
成

と
さ
れ
る
。

20
　
占
部
日
出
明
『
高
松
藩
士
録
―
藩
士
か
ら
牢
人
ま
で
―
』（
占
部
日
出
明
校
訂
・

出
版
、二
〇
一
一
年
）。
井
下
香
泉
『
讃
岐
松
平
藩
士
由
緒
録
』（
高
松
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
二
年
）、
九
頁
。

21
　「
家
世
実
紀
巻
之
二
」
寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
八
月
二
九
日
条
（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
六
四
頁
）。

22
　
田
代
重
雄
編
『
会
津
藩

　
家
世
実
紀

　
人
名
索
引
』
上
巻
（
歴
史
春
秋
出
版
、

一
九
九
五
年
）
一
六
頁
。

23
　
角
館
に
お
い
て
は
林
、
小
野
田
、
陶
〈「
居
合
印
可
巻
」（
前
註
九
、
陶
正
道
家
文

書
、
九
五
―
九
七
頁
）〉、
横
手
に
お
い
て
は
吉
成
、
石
井
、
吉
沢
〈
秋
田
県
立
公

文
書
館
所
蔵
紙
焼
本A

288.2_590_1

『
諸
士
系
図

　
伊
ノ
上
』（
石
井
）、
同

A
288.2_578

～580

「
系
図 

95 

吉
成
」、
同
館
蔵
吉
沢
家
文
書
、
吉
沢
四
八
八
―

二
「
居
合
目
録
」、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
。
同
文
書
吉
沢
七
〇
五
「
居
合
印

可
巻
」、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
〉、
湯
沢
に
お
い
て
は
齋
藤
、
近
藤
（
秋
田

県
立
公
文
書
館
蔵
紙
焼
本A

288.2_254

～257

『
系
図 

45 

金
・
根
田
・
近
藤
』

う
ち
近
藤
氏
系
図
）
な
ど
の
諸
士
が
沼
沢
系
の
林
崎
流
相
伝
者
と
し
て
活
動
し
て

い
た
。

24
　
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
三
宅
家
文
書
五
四
三
三
「
新
当
流
居
合
書
」、
三
宅

一
〇
〇
五
六
「
新
當
流
居
合
傳
書
」（
以
下
、
同
文
書
史
料
番
号
を
「
三
宅
＋
番
号
」

と
略
す
）。

25
　
大
槻
文
彦
『
伊
達
騒
動
実
録
』
下
巻
坤
ノ
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
〇
年
）、『
一

関
市
史
』
第
一
巻
通
史
（
一
関
市
、
一
九
七
八
年
）。

26
　
占
部
日
出
明
『
高
松
藩
士
録
―
藩
士
か
ら
牢
人
ま
で
―
』、
一
〇
頁
。

27
　『
香
川
県
史
』
第
三
巻
通
史
編
近
世
Ⅰ
（
香
川
県
、
一
九
八
九
年
）。

28
　「
家
世
実
紀
巻
之
十
二
」
承
応
元
年
正
月
九
日
条
、
同
年
五
月
二
一
日
条
（『
会

津
藩
家
世
実
紀
』
第
一
巻
、
三
九
三
―
三
九
五
頁
、
四
〇
五
―
四
二
三
頁
）

29
　『
香
川
県
史
』
第
一
五
巻
資
料
編
芸
文
（
香
川
県
、
一
九
八
五
年
）。『
高
松
市
史
』

（
高
松
市
役
所
、
一
九
三
三
年
）。

30
　「
無
」
は
刀
が
鞘
に
納
ま
り
形
の
見
え
ぬ
状
態
、「
明
」
は
横
一
文
字
に
抜
き
出
し

た
様
（
三
宅
五
四
三
三
「
新
当
流
居
合
書
」
の
う
ち
「
初
重
之
抜
」）。

31
　
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
琴
堂
文
庫
七
九
―
七
「
許
・
太
刀
格
・
太
刀
目
録
・
問
答

之
巻
・
手
次
巻
・
指
南
歌
・
神
道
流
太
刀
格
・
新
夢
想
流
・
新
道
流
合
巻
」（
以
下
、

同
文
庫
史
料
番
号
を
「
琴
堂
＋
番
号
」
と
略
す
、
史
料
名
は
後
註
五
〇
を
参
照
）。

正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、神
田
良
近
著
。
元
治
元
・
二
（
一
八
六
四
／
六
五
）
年
、

清
水
義
為
筆
写
。「
太
刀
格
」
中
の
「
二
重
切
」
は
「
右
是
七
刀
所
以
初
重
抜
加
修

行
此
後
勝
之
講
矣
」、「
三
重
切
」
は
「
右
七
刀
二
重

ニ
又
加
二
ヘ

修
行
一
所
三
以
専

ラ
教

二
後

ノ
勝
一
也
」
と
い
う
。

32
　
致
道
博
物
館
所
蔵
酒
井
家
文
書
№
五
六
二
「
田
宮
流
居
合
術
免
状
」（
万
治
二

〈
一
六
五
九
〉
年
）
な
ど
。

33
　
小
田
原
市
立
図
書
館
藤
田
西
湖
文
庫
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
「
林
崎
流
居
合

秘
伝
聞
書
」、
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
年
頃
作
成
（
以
下
、
同
文
庫
史
料
番
号

を
「
西
湖
＋
番
号
」
と
略
す
）。

34
　
琴
堂
七
九
―
八
。
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、
神
田
良
近
（
持
敬
斉
）
原
著
、
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元
治
元
（
一
八
六
四
）・
翌
二
年
、
清
水
義
為
筆
写
。「
神
夢
想
流
刀
製
法
」
の
項

で
同
様
の
打
刀
の
規
格
を
記
載
。

35
　
前
註
三
二
「
田
宮
流
居
合
術
免
状
」。「
居
合
外
物
次
第
五
」（
前
註
八 

太
田
、

二
〇
一
〇
年
、
一
二
三
―
一
二
六
頁
）。

36
　「
林
崎
神
流
居
合
」（
前
註
九
、九
一
―
九
四
頁
）。
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
・
堀

江
正
樹
家
文
書742

「
林
崎
神
流
居
合
刀
術
目
録
」（
寛
政
元
〈
一
七
八
九
〉
年
六

月
原
本
作
成
、
嘉
永
六
〈
一
八
五
三
〉
年
一
二
月
書
写
）。
西
湖
七
三
―
二
八
五

―
〇
四
四
「
林
崎
神
夢
想
流
居
合
剣
術
惣
目
録
」（
文
政
一
二
〈
一
八
二
九
〉
年

一
一
月
原
著
、
慶
応
三
〈
一
八
六
七
〉
年
一
一
月
筆
写
）
う
ち
中
川
文
右
衛
門
本

徳
の
作
成
し
た
後
半
部
分
。

37
　
琴
堂
七
九
―
七
（
会
津
系
）、
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
（
秋
田
系
）。
三

宅
五
四
三
三
、三
宅
一
〇
〇
五
六
「
新
當
流
居
合
傳
書
」（
讃
岐
高
松
系
）。
う
ち
次

の
四
首
は
各
地
域
で
共
通
し
な
い
。「
居
合
と
は

　
心
を
先
に

　
遣
ふ
べ
し

　
太
刀

を
取
て
は

　
勿
論
の
事
」（
秋
田
系
・
会
津
系
）、「
水
鳥
の

　
波
に
う
か
む
を

　
見

て
も
な
を

　
我
足
踏
み
の

　
事
な
り
と
い
ふ
」（
讃
岐
高
松
系
）、「
下
手
こ
そ
は

　

上
手
の
上
の

　
か
さ
り
物

　
返
す
返
す
も

　
み
し
り
辱
す
な
」（
会
津
系
）、「
居
合

と
は

　
よ
わ
み
計
て

　
勝
も
の
を

　
つ
よ
み
て
勝
は

　
力
也
け
り
」（
秋
田
系
・
讃

岐
高
松
系
）。

38
　
Ｂ
型
は
「
居
合
印
可
巻
」（
前
註
九
、
陶
正
道
家
文
書
、
九
五
―
九
七
頁
）
と
西

湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
の
二
点
。

39
　
三
宅
一
〇
〇
五
七
「
居
合
内
證
之
巻
」。
讃
岐
国
香
川
郡
直
島
の
三
宅
家
は
倉
敷

代
官
所
支
配
お
よ
び
高
松
藩
預
地
時
代
に
庄
屋
を
務
め
た
（『
讃
岐
国
香
川
郡
御

料
直
島
三
宅
家
文
書
目
録
』、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
八
年
）。

40
　
①
～
④
は
琴
堂
七
九
―
九
の
巻
之
三
「
手
次
之
巻
」
に
よ
る
。

41
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。

42
　
三
宅
五
四
三
三
な
ど
讃
岐
高
松
系
の
注
釈
に
み
ら
れ
る
。

43
　
三
宅
五
四
三
三
。

44
　「
珊
瑚
は
海
底
に
有
る
玉
な
り
、
此
の
玉
に
日
出
れ
は
、
早
速
光
り
移
り
て
玉
光

る
物
に
忽
応
す
る
事
を
云
、
ひ
び
き
の
こ
へ
に
応
す
る
が
如
く
、
居
合
も
か
く
の

如
し
、
早
速
抜
合
し
て
お
く
れ
ぬ
を
云
」（
三
宅
五
四
三
三
）、
同
じ
趣
旨
は
西
湖

七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
、
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
三
「
手
次
之
巻
」
に
あ
り
。

45
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。

46
　
会
津
系
で
は
、
横
一
文
字
に
抜
刀
す
る
「
無
明
剣
」
が
陰
・
坤
と
地
の
方
形
を

表
象
し
、
縦
に
抜
き
打
つ
「
無
一
剣
」
が
陽
・
乾
と
天
の
円
形
を
表
す
。
こ
の
縦

横
の
抜
刀
が
十
字
に
組
み
合
わ
さ
り
、
奇
変
が
生
じ
卍
に
変
ず
る
と
い
う
（
琴
堂

七
九
―
一
一
）。

47
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。
武
道
文
化
研
究
会
共
有
資
料
二
―
三
「
林
崎

新
夢
想
流
居
合
聞
書
想
伝
」、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
二
月
。
秋
田
藩
士
・
秋

山
宮
内
の
作
か
（「
月
岡
文
庫
」https://w

w
w

.tsukiokalibrary.com

、

二
〇
二
二
年
七
月
一
一
日
閲
覧
）。

48
　
三
宅
一
〇
〇
五
六
、
琴
堂
七
九
―
一
二
。

49
　
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
「
手
次
之
巻
」
の
項
。

50
　
良
近
の
居
合
に
関
す
る
述
作
は
次
の
七
点
（
小
計
二
五
点
）
を
確
認
で
き
る
。

琴
堂
七
九
―
六
「
掛
声
秘
密
・
新
夢
想
流
傳
書
・
武
功
之
巻
合
巻
」、
琴
堂
七
九

―
七
「
許
・
太
刀
格
・
太
刀
目
録
・
問
答
之
巻
・
手
次
巻
・
指
南
歌
・
神
道
流
太

刀
格
・
新
夢
想
流
・
新
道
流
合
巻
」、
琴
堂
七
九
―
八
「
居
合
目
録
弁
解
、
介
措

心
得
、
急
務
之
流
巻
、
刀
製
方
、
居
合
要
法
、
神
夢
想
合
巻
」、
琴
堂
七
九
―
九
「
印

可
準
規
鈔

　
新
夢
想
流 

四
巻
」（
巻
之
一
「
太
刀
目
録
」、
巻
之
二
「
五
箇
之
巻
」、

巻
之
三
「
手
次
之
巻
」、巻
之
四
「
夢
想
流
居
合
指
南
歌
」）、琴
堂
七
九
―
一
〇
「
霞

之
巻
全
」、
琴
堂
七
九
―
一
一
「
印
可
縕
奥
玄
妙
巻

　
全

　
神
夢
想
流
」、
琴
堂

七
九
―
一
二
「
印
可

　
縕
奥
之
書

　
神
夢
想
流
・
神
道
流
合
巻
」。
こ
れ
ら
の
多

く
は
良
近
が
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
、
翌
二
年
に
作
成
し
、
四
代
後
の
清
水
義

為
が
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
翌
二
年
に
書
写
、
補
註
し
た
も
の
で
あ
る
。

51
　
琴
堂
七
九
―
七
う
ち
「
太
刀
格
」
の
項
、
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
一
「
太
刀

目
録
」
の
項
。

52
　
前
註
八 T

renson
、
二
〇
一
五
年
。
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53
　
琴
堂
七
九
―
一
一
。

54
　「
往
昔
、
重
信
は
神
道
流
（
補
注
：
為
〔
筆
者
注
：
清
水
義
為
〕
曰
、
飯
篠
家
直

の
門
弟
な
り
）
小
太
刀
剣
術
を
修
練
し
て
後
工
夫
数
十
年
に
し
て
、
漸
く
含
鞘
之

利
あ
る
事
を
見
得
し
て
、
茲
に
始
て
居
合
先
勝
の
発
明
す
」（
琴
堂
七
九
―
九
の
巻

之
三
「
手
次
之
巻
」）。

55
　
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
一
「
太
刀
目
録
」。

56
　
琴
堂
七
九
―
一
一
。

57
　
琴
堂
七
九
―
一
二
。

58
　
会
津
史
料
大
系
『
会
津
日
新
館
志

　
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
二
七

頁
。

59
　『
会
津
日
新
館
志

　
五
』、
二
九
頁
。

60
　
前
註
六
「
紀
州
田
宮
流
か
ら
窪
田
派
田
宮
流
へ
の
変
遷
と
比
較
」。『
信
濃
史
料
』

巻
二
八
（
信
濃
史
料
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
）
六
五
九
―
六
六
一
頁
、
寛
永
二
〇

年
条
、
海
野
家
文
書
。

謝
　
辞

　
本
論
文
の
執
筆
に
あ
た
り
、
天
池
洋
介
氏
よ
り
史
料
調
査
に
ご
助
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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元
治
元
（
一
八
六
四
）・
翌
二
年
、
清
水
義
為
筆
写
。「
神
夢
想
流
刀
製
法
」
の
項

で
同
様
の
打
刀
の
規
格
を
記
載
。

35
　
前
註
三
二
「
田
宮
流
居
合
術
免
状
」。「
居
合
外
物
次
第
五
」（
前
註
八 

太
田
、

二
〇
一
〇
年
、
一
二
三
―
一
二
六
頁
）。

36
　「
林
崎
神
流
居
合
」（
前
註
九
、九
一
―
九
四
頁
）。
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
・
堀

江
正
樹
家
文
書742

「
林
崎
神
流
居
合
刀
術
目
録
」（
寛
政
元
〈
一
七
八
九
〉
年
六

月
原
本
作
成
、
嘉
永
六
〈
一
八
五
三
〉
年
一
二
月
書
写
）。
西
湖
七
三
―
二
八
五

―
〇
四
四
「
林
崎
神
夢
想
流
居
合
剣
術
惣
目
録
」（
文
政
一
二
〈
一
八
二
九
〉
年

一
一
月
原
著
、
慶
応
三
〈
一
八
六
七
〉
年
一
一
月
筆
写
）
う
ち
中
川
文
右
衛
門
本

徳
の
作
成
し
た
後
半
部
分
。

37
　
琴
堂
七
九
―
七
（
会
津
系
）、
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
（
秋
田
系
）。
三

宅
五
四
三
三
、三
宅
一
〇
〇
五
六
「
新
當
流
居
合
傳
書
」（
讃
岐
高
松
系
）。
う
ち
次

の
四
首
は
各
地
域
で
共
通
し
な
い
。「
居
合
と
は

　
心
を
先
に

　
遣
ふ
べ
し

　
太
刀

を
取
て
は

　
勿
論
の
事
」（
秋
田
系
・
会
津
系
）、「
水
鳥
の

　
波
に
う
か
む
を

　
見

て
も
な
を

　
我
足
踏
み
の

　
事
な
り
と
い
ふ
」（
讃
岐
高
松
系
）、「
下
手
こ
そ
は

　

上
手
の
上
の

　
か
さ
り
物

　
返
す
返
す
も

　
み
し
り
辱
す
な
」（
会
津
系
）、「
居
合

と
は

　
よ
わ
み
計
て

　
勝
も
の
を

　
つ
よ
み
て
勝
は

　
力
也
け
り
」（
秋
田
系
・
讃

岐
高
松
系
）。

38
　
Ｂ
型
は
「
居
合
印
可
巻
」（
前
註
九
、
陶
正
道
家
文
書
、
九
五
―
九
七
頁
）
と
西

湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
の
二
点
。

39
　
三
宅
一
〇
〇
五
七
「
居
合
内
證
之
巻
」。
讃
岐
国
香
川
郡
直
島
の
三
宅
家
は
倉
敷

代
官
所
支
配
お
よ
び
高
松
藩
預
地
時
代
に
庄
屋
を
務
め
た
（『
讃
岐
国
香
川
郡
御

料
直
島
三
宅
家
文
書
目
録
』、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
八
年
）。

40
　
①
～
④
は
琴
堂
七
九
―
九
の
巻
之
三
「
手
次
之
巻
」
に
よ
る
。

41
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。

42
　
三
宅
五
四
三
三
な
ど
讃
岐
高
松
系
の
注
釈
に
み
ら
れ
る
。

43
　
三
宅
五
四
三
三
。

44
　「
珊
瑚
は
海
底
に
有
る
玉
な
り
、
此
の
玉
に
日
出
れ
は
、
早
速
光
り
移
り
て
玉
光

る
物
に
忽
応
す
る
事
を
云
、
ひ
び
き
の
こ
へ
に
応
す
る
が
如
く
、
居
合
も
か
く
の

如
し
、
早
速
抜
合
し
て
お
く
れ
ぬ
を
云
」（
三
宅
五
四
三
三
）、
同
じ
趣
旨
は
西
湖

七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
、
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
三
「
手
次
之
巻
」
に
あ
り
。

45
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。

46
　
会
津
系
で
は
、
横
一
文
字
に
抜
刀
す
る
「
無
明
剣
」
が
陰
・
坤
と
地
の
方
形
を

表
象
し
、
縦
に
抜
き
打
つ
「
無
一
剣
」
が
陽
・
乾
と
天
の
円
形
を
表
す
。
こ
の
縦

横
の
抜
刀
が
十
字
に
組
み
合
わ
さ
り
、
奇
変
が
生
じ
卍
に
変
ず
る
と
い
う
（
琴
堂

七
九
―
一
一
）。

47
　
西
湖
七
三
―
二
八
五
―
〇
三
六
。
武
道
文
化
研
究
会
共
有
資
料
二
―
三
「
林
崎

新
夢
想
流
居
合
聞
書
想
伝
」、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
二
月
。
秋
田
藩
士
・
秋

山
宮
内
の
作
か
（「
月
岡
文
庫
」https://w

w
w

.tsukiokalibrary.com

、

二
〇
二
二
年
七
月
一
一
日
閲
覧
）。

48
　
三
宅
一
〇
〇
五
六
、
琴
堂
七
九
―
一
二
。

49
　
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
「
手
次
之
巻
」
の
項
。

50
　
良
近
の
居
合
に
関
す
る
述
作
は
次
の
七
点
（
小
計
二
五
点
）
を
確
認
で
き
る
。

琴
堂
七
九
―
六
「
掛
声
秘
密
・
新
夢
想
流
傳
書
・
武
功
之
巻
合
巻
」、
琴
堂
七
九

―
七
「
許
・
太
刀
格
・
太
刀
目
録
・
問
答
之
巻
・
手
次
巻
・
指
南
歌
・
神
道
流
太

刀
格
・
新
夢
想
流
・
新
道
流
合
巻
」、
琴
堂
七
九
―
八
「
居
合
目
録
弁
解
、
介
措

心
得
、
急
務
之
流
巻
、
刀
製
方
、
居
合
要
法
、
神
夢
想
合
巻
」、
琴
堂
七
九
―
九
「
印

可
準
規
鈔

　
新
夢
想
流 

四
巻
」（
巻
之
一
「
太
刀
目
録
」、
巻
之
二
「
五
箇
之
巻
」、

巻
之
三
「
手
次
之
巻
」、巻
之
四
「
夢
想
流
居
合
指
南
歌
」）、琴
堂
七
九
―
一
〇
「
霞

之
巻
全
」、
琴
堂
七
九
―
一
一
「
印
可
縕
奥
玄
妙
巻

　
全

　
神
夢
想
流
」、
琴
堂

七
九
―
一
二
「
印
可

　
縕
奥
之
書

　
神
夢
想
流
・
神
道
流
合
巻
」。
こ
れ
ら
の
多

く
は
良
近
が
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
、
翌
二
年
に
作
成
し
、
四
代
後
の
清
水
義

為
が
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
翌
二
年
に
書
写
、
補
註
し
た
も
の
で
あ
る
。

51
　
琴
堂
七
九
―
七
う
ち
「
太
刀
格
」
の
項
、
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
一
「
太
刀

目
録
」
の
項
。

52
　
前
註
八 T

renson

、
二
〇
一
五
年
。
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53
　
琴
堂
七
九
―
一
一
。

54
　「
往
昔
、
重
信
は
神
道
流
（
補
注
：
為
〔
筆
者
注
：
清
水
義
為
〕
曰
、
飯
篠
家
直

の
門
弟
な
り
）
小
太
刀
剣
術
を
修
練
し
て
後
工
夫
数
十
年
に
し
て
、
漸
く
含
鞘
之

利
あ
る
事
を
見
得
し
て
、
茲
に
始
て
居
合
先
勝
の
発
明
す
」（
琴
堂
七
九
―
九
の
巻

之
三
「
手
次
之
巻
」）。

55
　
琴
堂
七
九
―
九
う
ち
巻
之
一
「
太
刀
目
録
」。

56
　
琴
堂
七
九
―
一
一
。

57
　
琴
堂
七
九
―
一
二
。

58
　
会
津
史
料
大
系
『
会
津
日
新
館
志

　
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
二
七

頁
。

59
　『
会
津
日
新
館
志

　
五
』、
二
九
頁
。

60
　
前
註
六
「
紀
州
田
宮
流
か
ら
窪
田
派
田
宮
流
へ
の
変
遷
と
比
較
」。『
信
濃
史
料
』

巻
二
八
（
信
濃
史
料
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
）
六
五
九
―
六
六
一
頁
、
寛
永
二
〇

年
条
、
海
野
家
文
書
。
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沼沢系林崎流の成立と展開

田　中　大　輔　

　本稿は、近世に登場した居合術の一派である林崎流、とりわけ沼沢長政が工夫し相伝した系統
について、その成立と展開を論じるものである。
　先行研究は、居合という武術が、中世の野外での抜刀から、近世の屋内での危急に対応する治
世の武術へと変革したことを指摘する。他方、居合術の成立した時期に、反りのない長大な刀が
流行したことも近年明らかになっている。しかしながら、武器の特性や操法から時代の特質を導
き出す際に、地域や時期の偏差、携わった人物の言説を踏まえてその動向と影響を検討する必要
があろう。
　そのため、本稿では特に研究の遅れている沼沢長政に始まる系統を分析することで、かかる課
題に応えたい。研究の対象地域を東北地方や讃岐地方とし、対象年代は1580年代から、18世紀前
期に各藩に流儀が定着するまでの約150年間とした。
　研究方法は、この流派に関する１次史料を提示したうえで、相伝者の家系や各藩における伝承
等の２次資料を援用し、その相伝関係や術義を比定した。この作業により、相伝者たちのより広
範な動態を把握し、術技の構成や、思想の要点を解明することを試みた。
　その結果、相伝者の系譜と伝播の過程は、親藩・譜代大名の家臣団を起点としており、徳川政
権の政治的勢力圏の伸長と軌を一にして域外へ伝播したことが判明した。
　術技や思想については、語句や表現内容の差異を比較することで、流儀草創期から門流の分派
した時期や、形成段階を知る手がかりとなりうることが指摘できた。技の型は段階的に編成され
難易度が上昇し、敵の出かたに応じて自身が変化して勝つという観念が根底にあった。
　骨格的な理論と観念を持つ一方で、流儀の伝統的解釈は墨守されるのみではなく、各地域の政
治思想や文化的風潮に沿うものへと必要に応じて変化、順応した。
　居合が時代の画期をなしたとすれば、沼沢系林崎流にみられたように、技術・思想両面におけ
る柔軟性と、相伝者が政治権力と共に各地に異動して広まったことにこそ、要因があろう。
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The Formation and Development of Numazawa-style Hayashizaki-ryu Iai

TANAKA, Daisuke　

　This paper discusses the formation and development of the matrial art Hayashizaki-ryu Iai, 
a school of Iaijutsu that appeared in the early modern dates, with the focus on the lineage 
devised and inherited by Nagamasa Numazawa.
　Previous studies have pointed out that the martial art of Iai changed from sword-drawing 
outdoors in the Middle Ages to a ruling martial art that responded to emergencies indoors 
in the early modern period. On the other hand, it has become clear in recent years that long, 
uncurved swords became popular around the time Iaijutsu was established.
　However, when deriving the characteristics of the era from the characteristics and usage of 
weapons, it is necessary to consider the trends and influences based on the deviations of the 
region and period, and the discourses of the people who were involved.
　Therefore, in this paper, I would like to answer this question by analyzing the lineage 
beginning with Nagamasa Numazawa, whose research has been particularly in death. 
　The target areas for research are the Tohoku region and the Sanuki region, and the target 
period is about 150 years from the 1580s until the style was established in each domain in 
the early 18th century. As for the research method, after presenting the primary historical 
materials related to this school, the secondary sources such as the source material from 
families of the successors and the way traditions of each clan were used to identify the 
inheritance procedures and relationships among them. Through this work, I tried to understand 
the broader dynamics of the inheritors and clarify the composition of their techniques and the 
main points of their thoughts.
　As a result, it was found that the genealogy of successors and the process of transmission 
originated from the vassals of the Daimyo close to Tokugawa Shogun and spread out of the 
region in line with the expansion of the Tokugawa government's political sphere of influence.
　By comparing the differences in terms and expressions with respect to technique and 
thought, I was able to identify it as a clue to understand the period when the school branched 
off from the beginning stage to the formation stage.
　The series of techniques is organized so that the difficulty increases step by step, with the 
underlying idea to win by changing according to the opponents factices.
　While having a skeletal theory and concept, the traditional interpretation of the school was 
not only strictly adhered to, but also changed and adapted as necessary to suit the political 
thought and cultural trends of each region.
　If Iai was a breakthrough of the era, it is due to the flexibility in terms of both technique 
and thought, as seen in the Hayashizaki school of the Numazawa lineage, and the fact that 
successors were transferred and spread to various places along with political power. 




